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は
じ
め
に

延
文
年
間
（
一
三
五
六
〜
一
三
六
一
）
の
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
諏
訪
大
明
神

画
詞
』
は
、
足
利
尊
氏
に
重
用
さ
れ
、
室
町
幕
府
奉
行
人
と
な
っ
た
諏
訪
円
忠
が
制

作
し
た
諏
訪
縁
起
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る①
。
同
書
に
は
、「
祢
津
神
平
貞
直
」
に
関
す
る

以
下
の
よ
う
な
説
話
が
見
え
る
。

禰
津
神
平
貞
直
、
本
姓
ハ
滋
野
ナ
リ
シ
ヲ
、
母
胎
ヨ
リ
神
ノ
告
ア
リ
テ
、
神
氏

ニ
約
シ
テ
大
祝
貞
光
カ
猶
子
ト
シ
テ
、
字
ヲ
神
平
ト
ソ
イ
ヒ
ケ
ル
。
諏
方
郡
内

一
庄
ノ
領
主
ト
シ
テ
、
保
元
平
治
ノ
戦
場
ニ
モ
向
ニ
ケ
リ
。
武
勇
業
ノ
ミ
ニ
ア

ラ
ス
、
東
国
無
双
ノ
鷹
匠
ナ
リ
。
只
今
打
オ
ロ
シ
タ
ル
荒
鷹
ナ
ド
ヲ
モ
多
年
ツ

カ
ヒ
イ
レ
タ
ル
カ
如
ク
ニ
ゾ
、
持
イ
ケ
ル
。
サ
レ
バ
此
道
ノ
名
誉
今
ニ
ク
チ
セ

ズ
ソ
、
聞
ユ
ル
。
或
時
神
事
ニ
聊
触
穢
ア
リ
ケ
ル
故
ニ
ヤ
、
多
ク
ノ
鷹
ノ
中
ニ

秘
蔵
シ
タ
ル
小
ヲ
ソ
ラ
シ
テ
、
行
方
ヲ
知
ラ
ス
ナ
リ
。
又
両
三
年
ノ
後
、
夫
婦

ト
モ
ニ
旅
行
ノ
事
ア
リ
テ
、
浅
間
嵩
ノ
麓
ヲ
過
ケ
ル
ニ
高
天
ニ
雲
ヲ
シ
ノ
ク
飛

鳥
ア
リ
、
髣
髴
ト
シ
テ
何
鳥
ノ
姿
ト
モ
見
ズ
、
貞
直
ヨ
ク
〳
〵
見
ル
ニ
鷹
ナ
ラ

ン
ト
思
フ
程
ニ
、
妻
女
乗
輿
ノ
中
ヨ
リ
ノ
ソ
ミ
見
テ
、
是
ハ
一
ト
セ
ソ
レ
ニ
シ

小
ト
覚
ル
ナ
リ
。
ヲ
イ
テ
見
ヨ
ト
テ
、
ヌ
ク
メ
餌
ニ
用
意
シ
タ
リ
ケ
ル
。
鳥
ノ

別
足
ニ
鷹
ノ
装
束
一
具
ヲ
副
テ
、
輿
ヨ
リ
ヲ
シ
出
シ
タ
リ
、
貞
直
此
ヲ
ト
リ
テ

野
原
ヘ
打
伝
喚
カ
ケ
ツ
ヽ
、拳
ヲ
上
タ
リ
ケ
レ
ハ
、鷹
ハ
肩
ヲ
ツ
ク
リ
テ
落
カ
ヽ

リ
ヌ
。
軈
テ
サ
シ
ト
メ
テ
見
レ
バ
、
疑
ナ
キ
其
鷹
ナ
リ
。
火
中
ノ
蓮
ヨ
リ
モ
不

思
議
ニ
華
表
ノ
鶴
ヨ
リ
モ
珍
シ
ク
覚
テ
、
本
ニ
モ
コ
エ
テ
秘
蔵
シ
テ
ケ
リ
。
此

妻
室
ハ
婦
人
ノ
身
ナ
カ
ラ
丈
夫
ノ
芸
ニ
モ
達
シ
タ
リ
ケ
ル
中
ニ
、
鷹
ニ
オ
ヒ
テ

ハ
妙
ヲ
得
タ
リ
ケ
ル
ト
カ
ヤ
。
其
後
此
鷹
ヲ
ハ
雲
井
丸
ト
ゾ
喚
ケ
ル
。
或
知
音

ワ
リ
ナ
ク
係
念
シ
ケ
ル
間
、
力
ナ
ク
遣
テ
ケ
リ
。
其
時
当
社
頭
役
人
御
贄
ノ
狩

ノ
タ
メ
ニ
度
々
所
望（

シ
）ケ

レ
ド
モ
、
固
辞
シ
テ
与
ザ
リ
ケ
ル
ヲ
。
神
慮
ヤ
ト
ガ
メ

思
召
ケ
ン
、
此
鷹
ノ
主
俄
ニ
両
眼
明
ヲ
失
ケ
リ
。
驚
キ
懼
テ
件
鷹
ニ
神
馬
ナ
ド

ヲ
相
副
テ
、社
家
ヘ
奉
リ
ニ
ケ
リ
。
盲
者
ノ
ユ
ク
エ
イ
フ
カ
シ
ク
ゾ
覚
ヘ
侍
ル
。

（
梵
舜
本
『
諏
訪
大
明
神
画
詞
』「
諏
訪
縁
起
絵 

上
加
下②
」）

右
の
記
事
に
よ
る
と
、
祢
津
神
平
貞
直
の
本
姓
は
滋
野
一
族
で
あ
っ
た
が
、
大
祝

貞
光
の
猶
子
と
な
っ
て
「
諏
訪
郡
内
一
庄
」
の
領
主
と
な
り
、
保
元
・
平
治
の
合
戦

に
赴
い
た
と
い
う
。
貞
直
は
武
勇
の
み
な
ら
ず
「
東
国
無
双
ノ
鷹
匠
」
で
あ
り
、
新

し
く
遣
う
荒
鷹
で
あ
っ
て
も
多
年
な
じ
ん
だ
も
の
の
よ
う
に
用
い
た
。
そ
の
た
め
、

鷹
道
の
名
誉
と
し
て
今
に
聞
こ
え
て
い
る
。
あ
る
と
き
、
神
事
に
い
さ
さ
か
穢
れ
が

あ
っ
た
た
め
か
、貞
直
の
秘
蔵
し
て
い
る
小
（
＝
兄し

ょ
う鷹

。
す
な
わ
ち
、オ
オ
タ
カ
の
オ
ス
）

が
逃
げ
た
。
し
か
し
、
二
〜
三
年
後
に
貞
直
夫
婦
が
旅
行
を
し
た
際
に
浅
間
山
麓
で

逃
げ
た
鷹
を
見
つ
け
、
妻
の
機
転
に
よ
り
、
無
事
に
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
。
貞

直
の
妻
は
婦
人
の
身
で
は
あ
る
が
鷹
術
の
妙
技
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の

後
、
こ
の
鷹
は
「
雲
井
丸
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
雲
井
丸
を
あ
る
知
己
が
強
引

に
取
り
上
げ
、贄
鷹
の
神
事
の
た
め
に
所
望
さ
れ
て
も
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、

神
慮
の
咎
め
に
よ
り
俄
か
に
両
目
を
失
明
し
た
た
め
、
驚
き
恐
れ
て
神
馬
を
副
え
て

鷹
匠
の
家
伝
に
お
け
る
祢
津
神
平
貞
直
説
話

―
加
賀
藩
の
鷹
匠
・
依
田
氏
の
鷹
術
文
書
を
め
ぐ
っ
て

―
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社
家
へ
奉
っ
た
と
い
う
。

祢
津
貞
直
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
こ
の
説
話
を
以
て
、
彼
が
大
祝
氏
ゆ
か
り
の
鷹

匠
と
し
て
贄
鷹
の
神
事
と
関
わ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
定
説
化
さ
れ
て
き
た③
。

し
か
し
な
が
ら
、こ
の
よ
う
に
貞
直
を
大
祝
氏
お
よ
び
諏
訪
信
仰
に
ゆ
か
り
の
鷹
匠
と

す
る
伝
承
は
、『
諏
訪
大
明
神
画
詞
』
以
外
に
は
、
実
は
、
わ
ず
か
な
事
例
し
か
確
認

で
き
な
い
。
管
見
に
お
い
て
唯
一
、同
書
の
伝
承
と
符
合
す
る
中
世
の
資
料
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
の
は
、『
和
傳
鷹
経
』
と
称
す
る
鷹
書
（
鷹
狩
の
伝
書
）
に
見
え
る
以
下
の
よ

う
な
記
述
で
あ
る
。

・
鷹非

御
門
鷹
飼飼　

・
祢
津　

神
平　
信
州
諏
訪
一
族　
　

具
見
諏
訪
縁
起
絵
異

・
名
鷹　

・
平
む
き
の
兄
鷹　

改
名 
雲
居
丸

（
永
青
文
庫
蔵
『
和
傳
鷹
経
』
上
巻
「
代
々
名
鷹 
付
鷹
飼
之
事
」（
資
料
番
号
3
‐
3
‐
44
））

右
に
よ
る
と
、「
非
御
門
鷹
飼
」
と
し
て
「
祢
津
神
平
」
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
、
そ

の
注
記
に
「
信
州
諏
訪
一
族
」
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
諏
訪
縁
起
絵
に
詳
細
が
見
え
る

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
「
名
鷹
」
の
項
目
に
「
平
む
き
の
兄
鷹
」
の

改
名
と
し
て
「
雲
居
丸
」
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
平
む
き
」
に
つ
い

て
は
未
詳
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
手
む
き
」（
後
述
）
の
誤
写
で
あ
ろ
う
か
。
一
方

の
、「
雲
居
丸
」
は
「
雲
井
丸
」
の
こ
と
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
名
鷹
」

の
項
目
は
祢
津
神
平
の
秘
蔵
の
鷹
を
挙
げ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
同

書
の
奥
書
に
は
、諏
訪
貞
通
と
い
う
人
物
名
と
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
の
書
写
年
記

が
見
え
る
。
貞
通
と
は
、
円
忠
の
五
代
末
裔
に
当
た
る
人
物
で
あ
る
。
円
忠
が
足
利

尊
氏
に
重
用
さ
れ
て
室
町
幕
府
の
奉
行
人
を
務
め
て
以
来
、
彼
の
子
孫
も
ま
た
、
幕

府
奉
行
人
を
世
襲
し
た
。
代
々
の
円
忠
の
子
孫
の
中
で
も
、
貞
直
は
円
忠
の
後
裔
で

あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
い
う④
。
右
掲
書
に
『
諏
訪
大
明
神
画
詞
』
の
内

容
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
彼
の
そ
う
い
っ
た
意
向
が
影
響
し
た
も
の
で
あ
ろ
う⑤
。

ま
た
、
一
六
世
紀
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
尊
経
閣
文
庫
蔵
『
神
氏
系
図
』
の
「
円
忠
」

の
注
記
に
は
「
禰
津
神
平
貞
直
鷹
道
一
流
文
書
并
諏
方
郡
大
鹽
御
牧
等
相
伝
之
」
と

あ
り
、
彼
が
貞
直
の
「
鷹
道
一
流
」
と
「
文
書
」
及
び
諏
訪
郡
の
大
塩
牧
な
ど
を
相

伝
し
た
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
祢
津
氏
所
縁
の
大
塩
牧
（
現
・
長
野
県
茅
野
市
）

を
実
際
に
円
忠
が
領
し
て
い
た
こ
と
は
、
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
六
月
一
一
日
付

『
高
師
直
施
行
状
』
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る⑥
。『
諏
訪
大
明
神
画
詞
』
に
お
い
て
貞
直

が
大
祝
氏
お
よ
び
諏
訪
信
仰
に
ゆ
か
り
の
鷹
匠
と
伝
え
ら
れ
る
根
拠
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
同
書
の
制
作
者
で
あ
る
円
忠
の
こ
う
い
っ
た
祢
津
家
と
の
つ
な
が
り
が
反
映
し

て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
持
明
院
殿
基
春
卿 

西
園
寺
家
鷹
口
傳
一
冊
』（
函
号

一
一
ノ
一　

書
鷹
）
第
五
四
条
・
第
五
五
条
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
祢
津
神
平
説
話
が

叙
述
さ
れ
て
い
る
（
句
読
点
を
私
に
付
す
。
以
下
同
）。

一　

鷹
の
こ
い
丸
と
云
事

是
ハ
、
鷹
、
み
さ
こ
に
か
よ
ふ
て
う
ま
れ
た
る
鷹
也
。
此
鷹
を
と
り
か
う

時
、
先
魚
を
と
ら
す
る
な
り
。
其
時
、
水
の
中
へ
犬
を
入
て
と
る
。
其
池

は
神
前
然
の
池
成也

。
其
時
の
御
哥
奥
に
あ
り
。

一　

  

お
そ
に
と
つ
き
て
生
た
る
犬
を
も
ち
て
此
鷹
を
と
り
か
う
。
お
そ
と
ハ
、

河
お
そ
の
事
也
。
此
犬
大
津
の
浦
よ
り
尋
出
せ
り
。
し
な
の
ゝ
ね
つ
の
神

平
、
是
を
つ
か
う
。
神
平
政
頼
卿
の
聟
な
り
。
御
幸
成
て
こ
れ
を
叡
覧
あ

り
。
一
條
院
の
御
時
の
事
也
。
此
鷹
に
ハ
口
傳
多
。

右
の
二
条
の
記
事
は
連
続
し
た
内
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
第
五
四
条
に
よ

る
と
、
み
さ
ご
腹
の
鷹
は
ま
ず
魚
を
捕
ら
せ
る
こ
と
、
そ
の
時
、
水
の
中
に
犬
を
入

れ
て
捕
る
こ
と
、
そ
の
池
は
「
神
前
然
の
池
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
叙
述
さ
れ
て
い

る
。
後
の
第
五
五
条
に
は
、
こ
の
鷹
を
遣
う
と
き
は
大
津
の
浦
か
ら
尋
ね
出
だ
し
た

カ
ワ
ウ
ソ
腹
の
犬
を
用
い
る
こ
と
や
「
し
な
の
ゝ
ね
つ
の
神
平
」
が
こ
れ
を
遣
う
こ

と
が
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
神
平
は
政
頼
の
聟
で
あ
る
こ
と
や
一
条
院
が
御
幸
し
て
御

叡
覧
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
奥
書
に
「
應
長
二
年
三
月
中
旬

比
以
秘
本
書
写
之
畢
」
と
あ
り
、
応
長
二
年
（
一
三
一
二
）
の
書
写
年
記
が
見
え
る⑦
。
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こ
の
奥
書
の
年
記
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
前
掲
の
『
諏
訪
大
明
神
画
詞
』
よ
り
以
前
に

成
立
し
た
テ
キ
ス
ト
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
管
見
に
お
い
て
文
献
上
も
っ
と
も
古
い

祢
津
神
平
説
話
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
右
掲
の
記
述
で
祢
津
神
平
を
聟
と

す
る
「
政
頼
」
は
、
駿
河
守
源
忠
隆
の
子
・
政
頼
に
比
定
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、「
一
條
院
の
御
時
」
と
す
る
時
期
に
齟
齬
が
あ
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
祢
津
神
平
を
「
貞
直
」
と
す
る
と
、『
諏
訪
大
明
神
画
詞
』
に
「
保
元
平
治

ノ
戦
場
」
に
向
か
っ
た
と
さ
れ
る
時
代
と
も
一
致
し
な
い
。
そ
も
そ
も
祢
津
神
平
が

源
政
頼
の
聟
に
な
っ
た
と
い
う
史
実
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
お
よ
そ
史
実
と
乖
離
し

て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
祢
津
神
平
を
政
頼
の
聟
と
伝
え
る
類
話
は
中
世
〜
近
世
期

に
流
布
し
た
鷹
書
類
に
多
数
掲
載
さ
れ
、そ
の
内
容
も
種
々
多
様
に
展
開
し
て
い
る⑧
。

先
に
挙
げ
た
『
諏
訪
大
明
神
画
詞
』
の
貞
直
伝
承
も
ま
た
、
そ
の
類
話
の
ひ
と
つ
に

過
ぎ
な
い
。
同
書
に
見
え
る
諏
訪
信
仰
ゆ
か
り
の
貞
直
伝
承
は
、
祢
津
氏
と
の
関
わ

り
を
主
張
す
る
円
忠
と
そ
の
子
孫
で
あ
る
京
都
諏
訪
氏
に
よ
る
独
自
の
伝
承
と
判
断

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
戦
国
時
代
に
祢
津
神
平
貞
直
の
七
代
末
裔
に
当
た
る
信
直
（
松
鷂
軒
）

が
、
徳
川
家
康
に
取
り
立
て
ら
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
、
近
世
期
に
な
る
と
各
地
で

祢
津
流
の
鷹
術
が
重
用
さ
れ
た
。
特
に
、
加
賀
藩
の
藩
主
は
諸
儀
礼
の
作
法
を
将
軍

家
の
そ
れ
に
倣
う
こ
と
か
ら⑨
、
加
賀
藩
年
寄
を
務
め
た
横
山
貴
林
は
、
享
保
一
七
年

（
一
七
三
二
）
に
、
祢
津
流
の
鷹
術
を
標
榜
す
る
鷹
匠
の
依
田
氏
を
召
し
抱
え
る
こ
と

に
し
た
（
後
述
）。
加
賀
藩
士
と
な
っ
た
依
田
氏
に
は
、
多
数
の
「
祢
津
家
の
鷹
書
」

が
伝
来
し
、
現
在
の
ご
当
主
で
あ
る
依
田
盛
敬
氏
は
、
約
一
〇
〇
点
を
超
え
る
鷹
術

関
連
の
文
書
類
を
所
蔵
し
て
い
る⑩
。
そ
れ
ら
の
蔵
書
群
に
含
ま
れ
て
い
る
い
く
つ
か

の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
複
数
の
祢
津
貞
直
説
話
が
記
載
さ
れ
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
知

ら
れ
て
き
た
祢
津
神
平
説
話
と
は
異
な
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
祢
津
流
の
鷹
匠
を

称
す
る
こ
と
で
加
賀
藩
に
仕
官
で
き
た
当
家
に
と
っ
て
、
祢
津
家
を
代
表
す
る
鷹
匠

の
貞
直
伝
承
は
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
新
出
の
依
田
氏
文
書
の
鷹
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
祢
津
貞
直

説
話
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
当
時
様
々
に
展
開
し
て
い
た
祢
津
神
平
説
話
の
一
事
例

と
し
て
、
そ
の
特
徴
を
分
析
す
る
。
そ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
近
世
期
の
鷹
匠
が

伝
え
る
貞
直
伝
承
の
意
義
を
考
察
し
、
か
れ
ら
が
こ
の
よ
う
な
物
語
伝
承
に
関
わ
っ

た
事
績
を
明
ら
か
に
す
る
端
緒
と
し
た
い
。

二　

加
賀
藩
士
の
依
田
氏
の
祢
津
神
平
伝
承
―
そ
の
①
―

依
田
氏
は
、
信
濃
国
小
県
郡
依
田
荘
（
長
野
県
上
田
市
丸
子
町
）
を
本
貫
地
と
し
、

同
氏
に
お
け
る
著
名
な
人
物
と
し
て
は
、『
依
田
記
』
に
そ
の
事
績
が
記
載
さ
れ
て
い

る
戦
国
武
将
の
依
田
信
蕃
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
が
注
目
す
る
加
賀
藩
の

鷹
匠
で
あ
る
依
田
氏
は
、
信
蕃
流
の
家
系
で
は
な
く
、
信
蕃
の
祖
父
の
弟
の
息
子
に

当
た
る
「
守
廣
」
を
祖
と
す
る
一
族
で
あ
る
。
依
田
盛
敬
氏
蔵
『
依
田
家
系
圖
』
の

「
守
廣
」
の
注
記
に
よ
る
と
、「
守
廣
妻
芦
田
下
野
信
守
女
、
後
妻
根
津
松
鴎
軒
常
安

ノ
女
。
松
鴎
軒
常
安
男
子
無
之
ニ
付
、
鷹
家
之
儀
依
田
十
郎
左
衛
門
守
廣
江
得
」
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、守
廣
は
「
芦
田
下
野
信
守
（
信
蕃
の
父
）」
の
女
（
信
蕃
の
妹
）
を

妻
と
し
て
い
た
が
、
祢
津
松
鴎
（
鷂
）
軒
常
安
の
娘
を
後
妻
と
し
た
。
松
鷂
軒
に
は

男
子
が
い
な
か
っ
た
の
で
、「
鷹
家
之
儀
」
を
守
廣
に
伝
授
し
た
と
い
う
。
同
じ
く
依

田
盛
敬
氏
蔵『
宝
暦
四
年（
一
七
五
四
）四
月　

先
祖
由
緒
一
類
附　

依
田
次
右
衞
門
』

に
も
守
廣
を
当
主
の
「
五
世
祖
父
」
と
し
て
当
家
の
氏
祖
と
し
、『
依
田
家
系
圖
』
の

注
記
に
見
え
る
鷹
術
伝
授
の
経
緯
と
ほ
ぼ
同
様
の
注
記
を
付
す
。
さ
ら
に
同
系
図
に

よ
る
と
、
守
廣
の
孫
に
あ
た
る
「
貞
清
」
が
初
代
藩
主
の
前
田
利
次
の
時
期
に
富
山

藩
に
仕
え
、
貞
清
の
孫
の
「
盛
昌
」
が
第
六
代
藩
主
の
前
田
吉
徳
の
代
に
加
賀
藩
士

と
な
っ
た
と
い
う
。『
宝
暦
四
年
四
月　

先
祖
由
緒
一
類
附　

依
田
次
右
衞
門
』は
そ

の
経
緯
に
つ
い
て
「
出
雲
守
様
御
代
、
享
保
十
二
年
御
倹
約
之
時
分
、
御
人
減
ニ
而
、

御
暇
被
下
。
則
村
隼
人
方
江
給
人
並
ニ
罷
越
相
勤
申
候
。
然
処
、
護
国
院
様
御
代
、
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享
保
十
七
年
、
祢
津
鷹
方
家
筋
之
者
、
御
用
ニ
御
座
候
由
ニ
而
、
横
山
故
大
和
守
、

被
貰
度
旨
隼
人
方
江
被
申
越
、
則
被
呼
寄
御
家
江
御
鷹
匠
ニ
被
召
出
、
御
切
米
七
拾

俵
被
為
下
之
、
御
鷹
役
相
勤
罷
在
申
候
」
と
説
明
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
貞
清
は

享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
の
「
御
倹
約
之
時
分
」
に
人
員
削
減
の
た
め
富
山
藩
を
放

免
さ
れ
、し
ば
ら
く
「
則
村
隼
人
」
の
も
と
で
勤
め
て
い
た
が
、享
保
一
七
年
に
「
祢

津
鷹
方
家
筋
之
者
、
御
用
ニ
御
座
候
」
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
横
山
貴
林
が
隼
人
方

か
ら
貞
清
を
も
ら
い
受
け
て
鷹
匠
と
し
て
加
賀
藩
で
召
し
抱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
以
降
、
明
治
期
ま
で
当
家
は
加
賀
藩
に
仕
官
し
た⑪
。

さ
て
、
先
述
の
よ
う
に
、
同
氏
に
は
「
祢
津
家
の
鷹
書
」
を
は
じ
め
と
す
る
鷹
術

文
書
が
多
数
伝
来
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
祢
津
貞
直
に
関
す
る
叙
述
が
現
段
階
に

お
い
て
確
認
で
き
る
代
表
的
な
テ
キ
ス
ト⑫
は
、
以
下
の
①
〜
⑤
で
あ
る
。

①
『
三　

家
意
趣
巻　

三
』（
外
題
）。
一
冊
。
縦
一
五
．
四
糎
×
横
一
六
．
〇
糎
。
表

紙
左
肩
に
「
三　

家
意
趣
巻　

三
」
の
貼
題
簽
（
縦
九
．
九
糎
×
横
二
．
〇
糎
）。
袋
綴
。

本
文
料
紙
楮
紙
。
四
つ
目
綴
。
全
九
丁
。
一
丁
表
中
央
に
「
祢
津
家
た
か
文
巻
類
之

内
」。
半
葉
一
二
行
。
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
。
朱
筆
で
斜
線
・
読
点
・
濁
点
な
ど
の

書
き
入
れ
あ
り
。
九
丁
裏
に
「
祢
津
松
鷂
軒
（
縦
三
．
一
糎
×
二
．
三
糎
の
朱
長
方
印
）

／
天
正
十
六
年
戌　

　

子

／
二
月
朔
日　

常
安
（
花
押
）
／
依
田
十
郎
左
衛
門
殿
」。
虫
損
甚

大
。

②
『
家
意
趣
巻　

三
』（
外
題
）。
一
冊
。
縦
一
五
．
四
糎
×
横
一
六
．
三
糎
。
表
紙
左

肩
に
「
家
意
趣
巻　

三
」
の
貼
題
簽
（
縦
九
．
九
糎
×
横
一
．
九
糎
）。
袋
綴
。
本
文
料

紙
楮
紙
。
四
つ
目
綴
。
全
一
一
丁
（
遊
紙
前
後
各
一
丁
）。
二
丁
表
中
央
に
「
祢
津
家

た
か
文
巻
類
之
内
」。
半
葉
一
二
行
。
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
。
朱
筆
等
な
し
。
一
〇

丁
裏
に
「
祢
津
松
鷂
軒
（
縦
三
．
一
糎
×
二
．
三
糎
の
朱
長
方
印
）
／
天
正
十
六
年
戌　

　

子

／

二
月
朔
日　

常
安
（
花
押
）
／
依
田
十
郎
左
衛
門
殿
」。

③
『
山
鷹
巻　

全
』（
外
題
）。
一
冊
。
縦
一
四
．
一
糎
×
横
一
六
．
五
糎
。
表
紙
左
肩

に
「
山
鷹
巻　

全
」
の
貼
題
簽
（
縦
九
．
五
糎
×
横
二
．
〇
糎
）。
袋
綴
。
本
文
料
紙
楮

紙
。
三
つ
目
綴
。
全
七
五
丁（
遊
紙
前
二
丁
後
一
丁
）。
七
二
〜
七
三
丁
は
白
紙
。
半
葉

一
三
行
。
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
。
朱
筆
等
な
し
。
七
四
丁
表
に
「
寛
永
元
年
甲　

　

子

依

田
次
郎
左
衛
門
／
二
月
朔
日　

守
廣
（
花
押
）（
つ
り
鐘
形
の
朱
印
）
／
同
斎
之
助
殿
」。

④
『
仕
方
圖　

外
物
』（
外
題
）。
一
冊
。
縦
一
五
．
〇
糎
×
横
一
五
．
九
糎
。
表
紙
左

肩
に
「
仕
方
圖　

外
物
」
の
貼
題
簽
（
縦
一
〇
．
〇
糎
×
横
一
．
九
糎
）。
袋
綴
。
本
文

料
紙
楮
紙
。
三
つ
目
綴
。
全
一
一
丁
（
遊
紙
後
一
丁
）。
一
丁
表
中
央
に
「
祢
津
家
外

物
拾
巻
之
内
」。
半
葉
一
二
行
。
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
。
朱
筆
で
斜
線
・
読
点
・
濁

点
な
ど
の
書
き
入
れ
あ
り
。
一
〇
丁
裏
に
「
祢
津
松
鷂
軒
（
縦
三
．
一
糎
×
二
．
三
糎
の

朱
長
方
印
）／
天
正
十
六
年
戌　

　

子

／
二
月
朔
日　

常
安（
花
押
）／
依
田
十
郎
左
衛
門
殿
」。

虫
損
甚
大
。

⑤
『
仕
方
圖　

外
物
』（
外
題
）。
一
冊
。
縦
一
四
．
二
糎
×
横
一
六
．
六
糎
。
表
紙
左

肩
に
「
仕
方
圖　

外
物
」
の
貼
題
簽
（
縦
九
．
九
糎
×
横
二
．
〇
糎
）。
袋
綴
。
本
文
料

紙
楮
紙
。
三
つ
目
綴
。
全
一
三
丁
（
遊
紙
前
後
各
一
丁
）。
二
丁
表
中
央
に
「
祢
津
家

外
物
拾
巻
之
内
」。
半
葉
一
三
行
。
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
。
朱
筆
等
な
し
。
一
二
丁

表
に
「
寛
永
元
年
甲　

　

子

依
田
次
郎
左
衛
門
／
二
月
朔
日　

守
廣
（
花
押
）（
つ
り
鐘
形
の
朱

印
）
／
同
斎
之
助
殿
」。

上
記
の
奥
書
に
よ
る
と
、
①
②
④
は
、
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
二
月
一
日
付
で

祢
津
松
鷂
軒
常
安
か
ら
依
田
十
郎
左
衛
門
（
守
廣
）
に
宛
て
た
も
の
と
さ
れ
、③
⑤
は

寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
二
月
一
日
に
守
廣
か
ら
「
依
田
斎
之
助
」
に
宛
て
ら
れ
た
も

の
と
い
う
。
こ
の
う
ち
、①
②
と
④
⑤
は
同
じ
テ
キ
ス
ト
の
写
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
に
見
え
る
祢
津
貞
直
伝
承
は
同
文
で
あ
る
。
③
の
み
孤
本
で
あ
る
が
、
①

②
と
ほ
ぼ
同
一
の
祢
津
貞
直
説
話
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
依
田
氏
の
鷹

書
に
お
い
て
確
認
で
き
る
祢
津
神
平
説
話
の
主
な
も
の
は
、
①
②
③
の
テ
キ
ス
ト
に

記
載
さ
れ
て
い
る
叙
述
と
④
⑤
の
テ
キ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
る
叙
述
の
二
種
類
に

大
き
く
分
け
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
本
節
で
は
、
ま
ず
①
②
③
の
テ
キ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
る
祢
津
神
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平
説
話
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
以
下
に
、
①
②
の
写
本
の
う
ち
か
ら
①
に
見
え
る
該

当
部
分
の
叙
述
を
挙
げ
る
。

一　

祢
津
ヱ
鷹
御
ユ
ル
サ
レ
ノ
コ
ト
、
一
条
院
ノ
キ
ヤ
ウ
御
門
ヱ
奥
州
冨
士
深

山
ノ
大
鷹
コ
ト
ニ
ス
ク
レ
タ
ル
ヲ
ヽ
サ
メ
奉
ル
。
イ
カ
ン
ト
シ
テ
カ
、
イ
チ
ヱ

ン
鳥
ヲ
ト
ル
ト
云
コ
ト
サ
ラ
ニ
ナ
シ
。
其
比
信
濃
ノ
国
祢
津
ノ
神
平
貞
直
ト
テ

鷹
ノ
チ
ヤ
ウ
ス
ア
ツ
テ
、
メ
シ
ノ
ホ
セ
ラ
レ
カ
ノ
鷹
ヲ
取
飼
ヘ
キ
ヨ
シ
セ
ン
シ

ナ
リ
。
貞
直
ソ
ウ
シ
ケ
ル
ハ
、
キ
ヨ
ワ
ラ
ノ
ヲ
モ
ム
キ
ヲ
ミ
奉
る
ニ
、
ミ
サ
コ

ノ
ト
ツ
キ
タ
ル
鷹
ニ
ヨ
リ
、
鳥
ヲ
ト
ラ
ヌ
モ
コ
ト
ワ
リ
ナ
リ
。
ウ
ヲ
ナ
ラ
テ
取

カ
タ
シ
ト
申
ケ
ル
。
サ
ラ
ハ
ウ
ヲ
ニ
取
飼
ヘ
キ
ヨ
シ
、
重
而
セ
ン
シ
ナ
リ
。
神

平
承
、
ウ
ヲ
ニ
取
飼
申
ヘ
キ
コ
ト
ヤ
ス
キ
シ
サ
イ
ニ
候
共
、
河
川
ヲ
メ
ク
ル
犬

ア
ラ
シ
ト
申
ケ
ル
。
其
時
、神
平
ケ
ラ
イ
ノ
者
ニ
ソ
ウ
ツ
イ
ト
申
者
申
ケ
ル
ハ
、

上
流
ノ
オ
リ
フ
シ
、
河
ニ
ヲ
イ
テ
、
カ
ワ
ウ
ソ
ノ
犬
ノ
コ
ア
リ
ト
申
。
シ
カ
ラ

ハ
、
コ
ノ
犬
ヲ
以
河
川
ヲ
カ
マ
セ
ン
ト
テ
、
ヤ
カ
テ
ヒ
キ
ノ
ホ
セ
、
鷹
犬
ト
モ

ニ
コ
シ
ラ
ヱ
、
ヨ
キ
日
ノ
時
ヲ
ヱ
ラ
ヒ
、
難
波
ノ
ウ
ラ
ニ
ウ
チ
イ
テ
、
申
ノ
刻
、

夕ユ
ウ

日
シ
ツ
カ
ナ
ル
時
分
、
犬
ヲ
河
ノ
ヲ
モ
テ
ヱ
ハ
ナ
シ
ケ
ル
。
貞
直
モ
、
鷹
ヒ

キ
ス
ヱ
テ
ナ
キ
サ
ニ
ヒ
カ
ヱ
タ
リ
。
シ
カ
ル
ニ
、
波
ノ
上
ヱ
ス
ヽ
キ
ト
云
ウ
ヲ

一
丈
斗
ト
ヒ
ア
カ
ル
。
則
ア
ワ
セ
ケ
ル
中
ニ
取
リ
テ
、
手
帰
、
御
門
ナ
ノ
メ
ニ

ヱ
イ
ラ
ン
ア
ツ
テ
、
貞
直
ニ
七
度
ノ
官
ヲ
サ
ツ
ケ
八
拾
壱
巻
ノ
ヤ
ウ
キ
ヤ
ウ
ノ

内
、
拾
八
帖
ノ
鷹
フ
ミ
ト
テ
、
拾
八
巻
壱
部
ニ
テ
、
ヒ
テ
ン
ヲ
ヱ
ラ
ヒ
出
シ
、

天
下
ニ
ヲ
イ
テ
末
世
末
代
マ
テ
、
武
家
ノ
鷹
ノ
ミ
ナ
モ
ト
タ
ル
ヘ
キ
ヨ
シ
、
イ

ン
セ
ン
ニ
ア
ツ
カ
リ
、
ク
タ
サ
レ
ケ
ル
。
是
ヨ
リ
鷹
ノ
家
ト
カ
ウ
ス
。
御
ト
リ

ツ
キ
ハ
、
二
条
殿
ニ
テ
御
座
候
。
其
後
ノ
代
々
ノ
子
孫
、
学
ノ
ト
コ
ロ
、
イ
マ

ニ
コ
レ
ヲ
傳
る
ナ
リ
。

一　

ナ
ヲ
家
ノ
イ
シ
ユ
ノ
コ
ト
、
貞
直
ト
云
代
ニ
賀
深
山
ヨ
リ
鷹
ノ
ツ
フ
コ
ヲ

ト
リ
テ
キ
タ
ル
。
レ
ン
チ
ウ
フ
ト
コ
ロ
ノ
内
ニ
テ
、
ハ
ヤ
シ
ケ
ル
。
ミ
レ
ハ
セ

ウ
ナ
リ
。
ヤ
カ
テ
、
手
ム
キ
ノ
兄
鷹
ト
是
ヲ
号
。
貞
直
取
飼
ケ
ル
ニ
、
コ
ト
ニ

ス
ク
レ
タ
ル
逸
物
ナ
リ
。
ソ
ノ
ヲ
リ
フ
シ
霜
月
ミ
マ
キ
ノ
内
ニ
、一
ノ
原
ア
リ
。

カ
ノ
原
ニ
テ
鷹
ヲ
ツ
カ
イ
ケ
レ
ハ
、
フ
ル
雉
子
ア
リ
テ
、
カ
ヱ
リ
テ
鷹
ヲ
取
コ

ト
タ
ヒ
〳
〵
ナ
リ
。
シ
カ
ル
ニ
神
平
、
彼
野
ニ
イ
テ
、
手
ム
キ
ノ
兄
鷹
ヲ
ツ
カ

ワ
レ
シ
ニ
レ
イ
ノ
鷹
ソ
ト
心
得
、
彼
雉
子
イ
テ
合
ヒ
シ
ト
ソ
ミ
、
イ
カ
ヽ
ア
リ

ケ
ン
、
只
ヒ
キ
ニ
ヒ
ク
ソ
ノ
ホ
ト
リ
ニ
千
熊
川
ハ
タ
マ
カ
渕
ヱ
引
入
ル
。
犬
ヲ

マ
ワ
シ
ケ
レ
ハ
、
渕
ノ
ソ
コ
ヱ
カ
ミ
イ
ル
。
ア
ヤ
シ
メ
聞
ケ
レ
ハ
、
鈴
モ
ナ
リ

ケ
ル
間
、
ス
イ
レ
ン
ウ

（
ヲ
カ
）イ

レ
、
ミ
ケ
レ
ハ
、
ロ
ク
シ
ヤ
ウ
イ
ロ
ノ
フ
ル
雉
子
ノ

羽
八
重
ニ
ヲ
イ
、
足
三
ツ
ア
リ
。
ヤ
カ
テ
取
飼
ケ
ル
。
是
ヨ
リ
シ
テ
別
足
ト
云

コ
ト
ハ
シ
マ
リ
ケ
ル
。
八
重
羽
ノ
鳥
ノ
住
ケ
ル
野
ナ
ル
ニ
ヨ
リ
、
ソ
ノ
原
ヲ
八

重
原
ト
号
ス
。
鈴
、
水
ノ
ソ
コ
ニ
テ
ナ
リ
ケ
ル
間
、
瀧
丸
ト
号
ス
。
其
後
、
神

平
ヲ
モ
イ
ケ
ル
ハ
、
シ
セ
ン
都
ヱ
キ
コ
シ
メ
シ
ヲ
ヨ
ハ
レ
、
メ
サ
レ
ン
ニ
遠

（
マ
マ
）上

候
ヘ
ハ
、
家
ノ
拾
代
タ
ル
ヘ
キ
ヲ
ト
、
ヲ
モ
イ
ソ
ノ
ウ
ツ
シ
ヲ
ハ
リ
遠

（
マ
マ
）上

ノ
タ

メ
ニ
ヲ
ト
丸
号
ス
。
以
上
、
鈴
二
ツ
ア
リ
。
ソ
ノ
ホ
カ
モ
ス
ニ
靏
ヲ
ア
ワ
セ
サ

マ
〳
〵
ノ
コ
ト
ア
リ
ト
イ
ヱ
共
、サ
イ
ケ
ン
ナ
ク
ソ
ロ
間
シ
ル
ス
ニ
ヲ
ヨ
ハ
ス
。

マ
タ
犬
ノ
ユ
ラ
イ
ヲ
タ
ツ
ヌ
ル
ニ
、
芝
生
田
ト
云
所
ヨ
リ
、
出
タ
ル
ム
ク
犬
ナ

レ
ハ
芝
ム
ク
ト
是
ヲ
名
付
、
惣
而
、
鷹
ヲ
シ
ラ
ス
シ
テ
ツ
カ
ウ
コ
ト
常
ニ
ア
ラ

ス
。
鷹
ノ
ヲ
コ
リ
ヲ
シ
ル
ヘ
シ
。
鷹
ハ
コ
レ
ア
チ
ナ
リ
。
鷹
師
ハ
是
タ
ウ
タ
イ

フ
ン
チ
ン
ノ
ア
チ
ノ
如
来
ノ
シ
ン
ト
ク
ナ
リ
。
条
々
口
傳
有
云
々
。

（
依
田
盛
敬
氏
蔵
『
三　

家
意
趣
巻　

三
』
第
一
条
・
第
二
条
）

右
の
叙
述
は
当
該
書
の
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
虫
損
が
激
し
い
た
め
判
読
で

き
な
い
文
字
が
多
い
上
、
文
脈
が
乱
れ
て
文
意
が
と
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
た
め
、

箇
条
書
き
に
し
て
内
容
を
整
理
し
て
み
る
。
ま
ず
第
一
条
に
は
、
祢
津
家
に
鷹
術
が

許
さ
れ
た
由
来
に
つ
い
て
、
下
記
の
よ
う
な
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

・
一
条
院
の
卿
（
未
詳
）
が
帝
に
「
奥
州
冨
士
深
山
」
の
優
れ
た
大
鷹
を
献
上
し
た

が
、
ど
う
し
た
こ
と
か
鳥
を
捕
ら
な
い
。

・
そ
の
時
、「
信
濃
ノ
国
祢
津
ノ
神
平
貞
直
」
と
い
う
鷹
の
上
手
が
い
て
、
召
し
出
さ
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れ
上
洛
さ
せ
ら
れ
て
こ
の
鷹
を
飼
う
べ
き
宣
旨
が
下
る
。

・
貞
直
の
見
立
て
に
よ
る
と
、
こ
の
鷹
は
ミ
サ
ゴ
と
つ
が
い
の
鷹
な
の
で
、
鳥
を
捕

ら
な
い
の
も
道
理
で
、
魚
で
な
け
れ
ば
捕
る
の
は
難
し
い
と
い
う
。

・
そ
れ
な
ら
ば
魚
を
捕
る
よ
う
に
貞
直
に
宣
旨
が
下
る
。

・
神
平
は
承
り
つ
つ
、魚
を
捕
る
こ
と
は
易
い
が
、河
川
で
遣
え
る
犬
が
無
い
と
い
う
。

・
神
平
の
家
来
が
「
カ
ワ
ウ
ソ
ノ
犬
ノ
コ
」
が
い
る
こ
と
を
進
言
す
る
。

・
こ
の
犬
を
以
て
河
川
で
狩
り
を
す
る
べ
く
、
す
ぐ
に
引
き
連
れ
て
鷹
犬
と
も
に
用

意
し
て
良
い
日
の
時
を
選
び
、「
難
波
ノ
ウ
ラ
」
で
申
の
刻
の
夕
日
が
静
か
な
時
分

に
犬
を
河
川
に
て
放
す
。

・
貞
直
も
鷹
を
据
え
て
控
え
て
い
る
と
、
波
の
上
に
ス
ズ
キ
と
い
う
魚
が
一
丈
ば
か

り
飛
び
上
が
る
の
を
狩
る
。

・
帝
は
そ
れ
を
叡
覧
し
、
貞
直
に
七
度
の
官
位
を
授
け
て
八
一
巻
の
鷹
経
の
う
ち

一
八
帖
の
鷹
書
を
一
部
に
し
て
秘
伝
を
選
び
出
し
、
天
下
に
お
い
て
末
世
末
代
ま

で
武
家
の
鷹
術
の
源
と
す
る
べ
き
由
の
院
宣
を
下
し
た
。

・
こ
れ
よ
り
（
祢
津
家
は
）
鷹
の
家
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
御
取
次
は
二
条
殿
で
あ

る
。
そ
の
後
の
代
々
の
子
孫
が
学
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
が
今
に
こ
れ
を
伝
え
て
い
る
。

次
に
、
第
二
条
は
、
そ
の
他
の
当
家
（
祢
津
家
）
の
意
趣
と
し
て
、
貞
直
の
名
鷹
で

あ
る
「
手
ム
キ
の
兄
鷹
」
を
中
心
と
す
る
断
片
的
な
種
々
の
逸
話
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、

・
貞
直
の
代
に
「
賀
深
山
」
か
ら
鷹
の
卵
を
と
っ
て
き
て
、
懐
で
温
め
る
と
兄
鷹
が

孵
っ
た
。
す
ぐ
に
「
手
ム
キ
の
兄
鷹
」
と
称
し
、
貞
直
が
飼
っ
た
と
こ
ろ
特
に
優

れ
た
逸
物
で
あ
っ
た
。

・
そ
の
当
時
、「
ミ
マ
キ
の
内
」
の
「
一
ノ
原
」
で
鷹
を
遣
っ
て
い
る
と
、
古
雉
子
が

逆
に
鷹
を
捕
る
こ
と
が
た
び
た
び
あ
っ
た
。

・
神
平
は
、
か
の
野
に
お
い
て
「
手
ム
キ
ノ
兄
鷹
」
を
遣
っ
て
い
る
と
、
い
つ
も
の

鷹
だ
と
心
得
た
雉
子
が
出
て
き
て
組
み
合
っ
た
。

・（「
手
ム
キ
ノ
兄
鷹
」
は
）
引
き
退
い
て
「
千
熊
川
ハ
タ
マ
カ
渕
」
に
引
き
入
れ
、
犬

を
回
し
て
渕
の
底
へ
噛
み
入
れ
た
。

・
不
思
議
に
思
っ
て
聞
い
て
い
る
と
、
鈴
の
音
が
鳴
っ
て
い
て
、
そ
の
間
に
、
泳
ぎ

の
達
人
を
入
れ
て
確
認
し
た
。
す
る
と
、
羽
が
八
重
に
生
え
、
足
が
三
つ
あ
る
緑

青
色
の
古
雉
子
が
い
た
。

・
こ
れ
よ
り
別
足
と
い
う
こ
と
が
始
ま
り
、
八
重
羽
の
鳥
が
住
む
野
な
の
で
そ
の
原

を
八
重
原
、
鈴
は
水
の
底
で
鳴
っ
て
い
た
の
で
瀧
丸
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

神
平
が
思
う
に
は
、
こ
の
鈴
は
家
の
重
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
に
噂
が

流
れ
、
召
し
上
げ
ら
れ
た
と
き
に
備
え
て
写
し
を
作
り
、「
ヲ
ト
丸
」
と
称
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
合
計
二
つ
の
鈴
が
あ
る
。

・
そ
の
他
に
モ
ズ
に
霧
を
狩
ら
せ
る
な
ど
様
々
な
逸
話
が
あ
る
が
際
限
な
い
の
で
記

す
に
及
ば
な
い
。

・
犬
の
由
来
を
尋
ね
る
と
、「
芝
生
田
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
出
自
と
す
る
む
く
犬
な
の

で
「
芝
ム
ク
」
と
名
付
け
た
。
総
じ
て
、
鷹
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で
飼
う
こ
と
は

道
か
ら
外
れ
る
の
で
、
鷹
の
起
こ
り
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

・
鷹
は
阿
字
で
あ
り
、
阿
字
は
鷹
師
で
あ
る
。
鷹
師
は
同
体
分
身
の
阿
字
の
如
来
の

神
徳
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
孤
本
で
あ
る
③
も
上
掲
の
叙
述
と
ほ
ぼ
同
文
の
叙
述
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
該
当
部
分
は
第
二
条
・
第
三
条
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
条
に
は
貞
直

が
登
場
し
な
い
鷹
の
伝
来
説
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
同
書
の
第
一
条
〜
第

三
条
を
挙
げ
る
。

一　

夫
た
か
の
日
本
へ
渡
り
始
る
事
神
の
世
也
。
は
く
さ
い
國
ゟ
一
番
に
駿
河

の
冨
士
を
巣
山
と
な
し
て
、
七
の
子
を
な
す
。
七
月
七
日
に
巣
山
を
出
、
日
本

六
十
余
州
へ
ひ
ろ
む
也
。
我
朝
に
た
か
を
つ
か
ふ
と
云
事
、仁
徳
天
皇
の
御
時
、

八
十
六
年
の
代
を
保
せ
給
ふ
。
四
十
六
年
に
当
り
し
年
、
白
濟
國
よ
り
た
か
を

書
と
相
そ
へ
て
渡
し
奉
る
。
其
た
か
の
名
を
し
ゆ
ん
わ
う
と
云
な
り
。
使
の
躰
、
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僧
の
こ
と
し
。
仁
徳
天
皇
の
御
代
の
後
、
た
か
を
つ
か
ふ
と
云
事
た
へ
た
り
。

清
和
天
皇
の
御
時
迄
此
書
有
と
云
と
も
、
讀
開
人
な
し
。
其
時
唐
人
赴
越
前
國

つ
る
か
の
津
に
渡
り
つ
ヽ
、
此
唐
人
の
名
を
こ
う
ち
ん
よ
ね
み
つ
文
書
を
つ
く

し
て
渡
さ
れ
き
。
越
前
の
國
つ
る
か
の
津
に
着
、
そ
う
も
ん
す
。
そ
の
時
の
都

ハ
、
粟
津
之
大
臣
公
卿
納
言
宰
相
天
上
家
集
り
給
ひ
て
し
ゆ
ん
わ
う
取
に
下
る

へ
き
と
有
け
れ
は
、
公
卿
各
々
申
さ
せ
給
ひ
け
る
。
其
時
、
は
り
ま
の
國
住
人

源
の
政
頼
、
つ
る
か
の
津
に
付
て
大
内
の
御
使
あ
さ
な
こ
う
ち
ん
、
名
乗
ハ
よ

ね
み
つ
、
し
や
う
そ
く
ハ
大
あ
ら
め
の
ほ
い
の
色
の
さ
し
ぬ
き
の
ふ
し
染
丸
の

三
重
の
き
ぬ
き
た
り
。
錦
の
は
う
し
を
そ
き
た
り
け
る
。
形
ハ
僧
に
に
た
り
。

政
頼
に
と
ふ
て
曰
、
し
ゆ
ん
わ
う
に
文
書
相
具
し
て
渡
さ
れ
た
り
と
云
。
そ
の

時
、
政
頼
、
大
國
の
文
を
よ
み
え
す
し
て
、
よ
ね
み
つ
に
よ
め
と
云
に
、
ほ
う

枕
を
た
へ
と
云
。
其
時
、
こ
ち
く
と
云
は
し
た
者
を
出
す
。
よ
ね
み
つ
、
よ
ろ

こ
ひ
て
と
こ
ゟ
お
り
て
七
度
は
い
す
。
呉
竹
か
し
や
う
そ
く
、
山
吹
の
匂
ひ
の

色
、
紅
の
も
は
か
ま
、
か
み
ハ
ひ
す
い
の
こ
と
く
、
形
ハ
如
来
の
こ
と
し
。
よ

ね
み
つ
申
様
、
こ
ち
く
を
以
て
そ
う
も
ん
申
へ
き
由
、
御
返
事
申
上
ル
。
帝
、

重
而
、政
頼
を
以
て
此
た
か
の
文
書
を
よ
む
へ
き
由
宣
旨
也
。
か
の
よ
ね
み
つ
、

手
を
打
て
、
此
國
に
か
の
書
有
と
お
と
ろ
く
。
よ
み
開
事
な
し
。
政
頼
、
此
由

を
そ
う
も
ん
す
。
帝
、
御
謀
ニ
小
竹
と
云
女
を
政
頼
、
御
使
と
て
お
く
り
給
ふ
。

其
後
、政
頼
に
此
文
書
を
よ
み
開
き
、八
十
壱
卷
の
書
を
政
頼
つ
た
ふ
。
三
十
六

の
口
傳
と
す
。
右
の
こ
と
く
、
不
殘
信
濃
國
祢
津
是
を
傳
る
物
也
と
云　

　

云

。

一　

祢
津
へ
た
か
御
ゆ
る
さ
れ
の
事
、
一
条
院
の
御
宇
に
御
門
へ
奥
州
冨
士
山

深
山
の
大
た
か
殊
に
す
く
れ
た
る
を
納
奉
る
。
い
か
ん
と
し
て
一
番
鳥
を
取
と

云
こ
と
な
し
。
其
比
、
信
濃
国
に
祢
津
神
平
貞
直
と
て
、
た
か
の
上
手
有
て
召

上
せ
ら
れ
、
か
の
た
か
を
取
か
ふ
へ
き
由
せ
ん
し
也
。
貞
直
奏
し
け
る
ハ
、
き

よ
わ
う
の
趣
を
見
奉
る
に
み
さ
こ
の
と
つ
き
た
る
た
か
に
よ
り
、
鳥
を
と
ら
ぬ

も
理
也
。
魚
な
ら
て
取
か
た
し
と
申
け
る
。
更
ハ
魚
に
取
か
ふ
へ
き
由
、
重
而

せ
ん
し
也
。
神
平
承
り
、う
を
に
取
飼
申
へ
き
こ
と
安
き
し
さ
い
に
候
得
と
も
、

河
川
を
め
く
る
犬
あ
ら
し
と
申
。
そ
の
時
、神
平
け
ら
い
の
そ
う
つ
い
と
申
者
、

申
け
る
ハ
、
上
流
の
お
り
ふ
し
塩
に
お
い
て
川
う
そ
の
犬
の
子
有
と
申
。
然
ハ

此
犬
を
も
つ
て
河
川
を
か
ま
せ
ん
と
や
か
て
引
の
ほ
せ
、た
か
犬
と
も
に
拵
へ
、

よ
き
日
の
時
を
え
ら
ひ
、
難
波
の
う
ら
に
打
出
、
申
ノ
刻
の
夕
日
静
な
る
時
分
、

犬
を
河
の
面
へ
放
し
け
る
。
貞
直
も
、
た
か
引
す
へ
て
渚
に
ひ
か
へ
た
り
。
然

る
に
、
波
の
上
へ
す
ヽ
き
と
云
魚
一
丈
斗
と
ひ
上
る
。
則
あ
ハ
せ
た
る
中
に
取

て
、手
満
、帝
な
の
め
に
ゑ
い
ら
ん
有
て
、貞
直
に
七
度
の
官
を
さ
つ
け
、八
十
一

巻
の
や
う
き
や
う
の
内
、
十
八
帖
の
た
か
文
と
て
、
十
八
巻
一
部
に
て
、
秘
傳

を
ゑ
ら
ひ
出
し
、
天
下
に
お
ゐ
て
末
世
末
代
迄
、
武
家
の
た
か
の
源
た
る
へ
き

由
、
せ
ん
し
に
預
り
、
被
下
け
る
。
是
ゟ
た
か
の
家
と
号
す
。
御
取
次
ハ
、
二

条
殿
に
て
御
座
候
。
其
後
、
代
々
の
子
孫
、
学
所
、
今
に
是
を
傳
る
也
。

一　

猶
家
の
意
趣
の
事
、
貞
直
代
に
賀
深
山
ゟ
た
か
の
つ
ふ
子
を
取
て
来
る
。

れ
ん
ち
う
ふ
と
こ
ろ
の
内
に
て
は
や
し
け
る
。
み
れ
ハ
兄
鷹
也
。
や
か
て
、
手

む
き
の
兄
鷹
と
と
是
を
号
。
貞
直
取
飼
け
る
に
、
殊
に
す
く
れ
た
る
逸
物
也
。

其
折
節
霜
月
み
ま
き
の
内
に
原
有
。
か
の
原
に
て
た
か
を
遣
ひ
け
れ
ハ
、
古
雉

子
有
て
、
か
へ
つ
て
た
か
を
取
事
度
々
也
。
然
る
に
神
平
、
彼
墅
に
出
、
手
む

き
の
せ
う
を
遣
れ
し
に
れ
い
の
た
か
そ
と
心
得
、か
の
雉
子
出
合
ひ
し
と
く
む
。

い
か
ヽ
有
け
ん
、
只
引
に
ひ
く
。
其
ほ
と
り
に
千
熊
川
は
た
ま
か
渕
へ
ひ
き
入

け
る
。
犬
を
ま
ハ
し
け
れ
ハ
渕
の
そ
こ
へ
か
み
い
る
。
あ
や
し
め
聞
け
れ
ハ
、

鈴
も
な
り
け
る
間
、
す
い
れ
ん
を
入
み
け
れ
ハ
、
ろ
く
せ
う
い
ろ
の
古
雉
子
の

羽
八
重
に
お
ひ
立
、
足
三
つ
有
。
や
か
て
取
か
ひ
け
る
。
是
ゟ
し
て
別
足
と
云

事
初
け
る
。
八
重
羽
の
鳥
の
住
け
る
墅
な
る
に
よ
り
、
そ
の
原
を
ハ
八
重
原
と

号
す
。
鈴
、
水
の
そ
こ
に
て
な
り
け
る
間
、
瀧
丸
と
号
す
。
其
後
、
神
平
、
思

ひ
け
る
ハ
、
自
然
都
へ
聞
召
及
れ
召
れ
ん
に
遣
上
候
ヘ
ハ
家
の
十
代
た
る
へ
き

と
思
ひ
、
そ
の
う
つ
し
を
は
り
遣
上
の
た
め
に
乙
丸
と
号
す
。
以
上
、
鈴
二
つ
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有
。
其
外
も
す
に
鷺
を
あ
ハ
せ
、
さ
ま
〳
〵
の
事
ぬ

（
あ
カ
）り

と
い
へ
と
も
、
さ
い
け

ん
な
く
候
間
、
記
す
に
及
ハ
す
。
又
犬
の
由
来
を
尋
る
に
、
芝
生
田
と
云
所
よ

り
、
出
た
る
む
く
犬
な
れ
ハ
、
芝
む
く
と
名
付
、
惣
而
は
、
た
か
を
し
ら
す
し

て
遣
ふ
事
常
に
あ
ら
す
。
た
か
の
お
こ
り
し
る
へ
し
。
た
か
は
是
阿
字
也
。
阿

字
ハ
是
鷹
師
な
り
。た
か
師
ハ
是
同
躰
分
身
の
あ
し
の
如
来
の
し
ん
と
く
な
り
。

条
々
口
傳
有
云
々
。

（
依
田
盛
敬
氏
蔵
『
山
鷹
巻　

全
』
第
一
条
〜
第
三
条
）

先
に
述
べ
た
通
り
、
右
に
挙
げ
た
叙
述
の
う
ち
、
第
二
条
と
第
三
条
は
（
カ
タ
カ
ナ

表
記
と
ひ
ら
が
な
表
記
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
）
前
掲
の
『
三　

家
意
趣
巻　

三
』
第
一

条
・
第
二
条
と
ほ
ぼ
同
文
と
な
っ
て
い
る
。
残
り
の
第
一
条
は
、
貞
直
が
登
場
し
な

い
鷹
の
伝
来
説
話
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仁
徳
天
皇
の
時
代
に
「
白
濟
國
」
よ
り
鷹

と
書
を
携
え
た
使
者
が
初
め
て
伝
来
し
た
が
、
仁
徳
天
皇
の
御
代
以
降
は
鷹
を
遣
う

こ
と
は
絶
え
、
鷹
書
を
読
み
開
く
人
も
い
な
か
っ
た
。
清
和
天
皇
の
時
代
に
改
め
て

唐
人
（
こ
う
ち
ん
よ
ね
み
つ
）
が
鷹
と
鷹
書
を
本
朝
に
進
呈
す
る
べ
く
「
越
前
國
つ
る

か
の
津
」
に
渡
来
し
た
。
こ
の
使
者
に
「
こ
ち
く
と
云
は
し
た
者
」
を
使
っ
て
「
は

り
ま
の
國
住
人
源
の
政
頼
」
は
八
一
巻
の
鷹
書
を
伝
授
さ
れ
、三
六
の
口
伝
と
し
た
。

そ
れ
は
す
べ
て
「
信
濃
國
祢
津
」
が
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

第
一
条
の
叙
述
の
う
ち
、
そ
の
末
尾
に
お
い
て
、
政
頼
が
渡
来
人
か
ら
「
八
十
壱

卷
」
の
鷹
書
を
伝
授
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
す
べ
て
「
信
濃
國
祢
津
」
に
伝
え
た
由

を
記
し
て
い
る
の
は
、
第
二
条
で
帝
が
貞
直
に
、「
八
十
一
巻
」
の
鷹
経
か
ら
秘
伝
と

し
て
一
八
巻
を
選
ぶ
こ
と
を
命
じ
て
い
る
叙
述
と
脈
絡
が
通
じ
て
い
る
。
ま
た
、
第

二
条
の
冒
頭
が
「
祢
津
へ
た
か
御
ゆ
る
さ
れ
の
事
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
っ
て

い
る
こ
と
も
、
第
一
条
か
ら
の
連
続
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
依
田
氏
の
鷹

書
に
お
け
る
貞
直
説
話
は
、
本
来
、
こ
の
よ
う
に
鷹
の
伝
来
説
話
と
か
か
わ
る
祢
津

家
の
鷹
術
由
来
譚
と
一
連
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
予
想
さ
れ
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
依
田
氏
の
鷹
書
に
見
え
る
祢
津
神
平
説
話
の
う
ち
、
貞
直

が
ミ
サ
ゴ
と
つ
が
い
の
鷹
を
遣
う
こ
と
を
述
べ
る
第
一
条
の
説
話
は
、
前
節
で
挙
げ

た
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
持
明
院
殿
基
春
卿 

西
園
寺
家
鷹
口
傳
一
冊
』
第
五
四
条
・
第

五
五
条
の
「
鷹
の
こ
い
丸
」
譚
と
一
部
モ
チ
ー
フ
が
重
な
る
。
ま
た
、
貞
直
が
「
手

ム
キ
の
兄
鷹
」
を
使
っ
て
八
重
羽
の
雉
を
退
治
し
た
と
い
う
第
二
条
の
叙
述
に
つ
い

て
は
、「
手
ム
キ
の
兄
鷹
」
を
、「
祢
津
神
平
が
育
て
た
名
鷹
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で

叙
述
す
る
説
話
が
、中
近
世
期
の
鷹
書
に
お
い
て
は
相
応
に
流
布
し
て
い
た
ら
し
い
。

前
掲
の
『
和
傳
鷹
経
』
に
見
え
る
「
平
む
き
の
兄
鷹
」
も
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
他
に
も
、
た
と
え
ば
、
立
命
館
大
学
図
書
館
西
園
寺
文
庫
蔵
『
西

園
寺
家
鷹
秘
伝
』
第
八
九
条
（
函
号
一
九
三
）
に
は
、以
下
の
よ
う
な
叙
述
が
見
え
る
。

一　

ね
つ
の
神
平
か
手
む
き
丸
と
云
鷹
あ
り
。

巣
の
う
へ
に
鷹
赤
く
大
き
な
る
物
を
く
わ
へ
て
、
た
か
は
か
り
に
是
を
か
け
て

を
く
。
是
馬
の
身
に
て
あ
り
け
る
程
に
、
女
鷹
ゆ
ひ
か
い
な
く
思
ひ
て
、
腹
を

立
、
巣
よ
り
飛
あ
か
り
、
お
つ
と
の
鷹
を
取
て
食
き
。
其
巣
を
捨
た
り
き
。
ね

つ
の
神
平
、
是
を
見
て
、
此
つ
ふ
子
を
と
り
て
あ
た
ゝ
め
て
是
を
そ
た
て
、
ね

つ
か
手
む
き
丸
と
名
つ
く
。
十
よ
里
な
か
ら
に
か
す
事
な
し
。

右
に
よ
る
と
、
巣
の
上
に
馬
の
肉
を
く
わ
え
て
掛
け
る
オ
ス
鷹
に
対
し
て
、
メ
ス

鷹
が
腹
を
立
て
て
オ
ス
を
食
い
殺
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
メ
ス
鷹
が
巣
を
放
棄
し

た
の
を
祢
津
神
平
が
見
て
、
卵
を
取
り
、
孵
化
さ
せ
て
育
て
、
祢
津
の
手
む
き
丸
と

名
付
け
た
。
名
鷹
と
な
り
、
一
〇
余
里
の
長
距
離
を
逃
が
す
こ
と
は
な
い
と
伝
え
て

い
る
。
こ
の
手
む
き
丸
説
話
と
、
先
に
挙
げ
た
依
田
家
の
鷹
書
の
そ
れ
と
は
、
貞
直

が
卵
を
孵
化
さ
せ
て
育
て
た
と
す
る
モ
チ
ー
フ
が
一
致
す
る
。
ち
な
み
に
、
同
書
の

奥
書
に
よ
る
と
、同
テ
キ
ス
ト
は
「
明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）
三
月
三
日
」
に
書
写
し

た
も
の
を
「
享
徳
弐
年
（
一
四
五
三
年
）
三
月
晦
日
」
に
さ
ら
に
転
写
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
。

さ
ら
に
、『
定
家
問
答⑬
』
に
も
以
下
の
よ
う
な
「
手
む
き
丸
」
に
関
す
る
叙
述
が
見

え
る
。
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一　

手
む
き
丸
と
申
事
如
何
。

答
云
。
鷹
の
つ
ぶ
子
を
懐
中
に
て
は
や
し
た
る
鷹
を
申
也
。
い
ち
も
つ
す
る
も

の
な
り
。

右
に
は
祢
津
神
平
の
名
前
は
見
え
な
い
が
、「
手
む
き
丸
」
に
つ
い
て
、
卵
を
人
の

手
で
孵
化
さ
せ
た
逸
物
の
鷹
と
す
る
モ
チ
ー
フ
が
、
依
田
氏
の
鷹
書
や
『
西
園
寺
家

鷹
秘
傳
』
の
叙
述
と
重
な
る
。

一
方
、
八
重
羽
の
雉
の
類
話
に
つ
い
て
は
、
モ
チ
ー
フ
や
筋
立
て
が
ま
っ
た
く
異

な
る
異
伝
が
中
世
〜
近
世
に
お
い
て
広
く
展
開
し
た⑭
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
宮
内
庁

書
陵
部
蔵
『
根
津
志
摩
守
ト
有
之
鷹
書
』「
四
拾
八　

八
重
羽
の
き
し
の
事
」（
函
号

一
六
三
―
九
六
八
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
八
重
羽
の
雉
の
類
話
が
見
え
る
。

四
拾
八　

八
重
羽
の
雉
の
事

一　

信
濃
国
に
小
縣
地
熊
大
か
け
の
渕
ニ
八
重
羽
雉
有
。
内
裏
へ
し
や
う

け
を
な
し
人
民
取
事
か
き
り
な
し
。
仁
徳
天
皇
御
宇
、
其
後
、
百
済
国
の

帝
よ
り
清
来
と
申
僧
渡
時
、
政
頼
将
軍
彼
僧
ニ
鷹
の
秘
傳
を
傳
る
。
祢
津

甚
平
幾
度
も
鷹
を
合
ぬ
れ
は
彼
八
重
雉
、
鷹
を
渕
へ
引
付
る
事
か
き
り
な

し
。
此
よ
し
政
頼
将
軍
え
申
。
政
頼
聞
え
て
百
済
国
の
清
来
ニ
惣
傳
の
巻

物
を
祢
津
甚
平
ニ
渡
足
ニ
て
た
く
み
申
せ
と
の
給
。
其
時
祢
津
、大
鷹
と

と
番
せ
犬
と

を
番
せ
よ
く
〳
　〵

飼
主
仕
入
時
分
、
よ
き
比
、
彼
大
か

け
の
渕
え
入
さ
か
し
出
。
彼
白
符
鷹
を
合
ぬ
れ
は
雀
の
鷹
犬
と
心
得
、
彼

渕
へ
引
入
、
原
を
犬
渕
え
入
、
さ
か
し
押
出
し
ぬ
れ
は
八
重
羽
の
雉
、
渕
え

入
事
な
ら
す
。
渕
よ
り
西
国
を
さ
し
て
飛
に
け
る
。
雉
、
草
臥
て
美
濃
国

お
く
い
宿
町
頭
に
て
鷹
と
犬
と
に
と
ら
れ
、
死
。
鷹
も
犬
も
祢
津
も
つ
か

れ
て
死
す
。
今
に
至
也
。
み
の
ヽ
国
な（

お
カ
）く

い
の
町
頭
に
鷹
と
犬
と
祢
津
と

せ
き
と
う
三
た
い
有
。
亦
、
鷹
と
犬
と
祢
津
と
美
濃
国
の
大
社
と
神
成
。

鷹
の
宮
、
犬
の
宮
、
す
ヽ
め
の
宮
、
祢
津
の
宮
、
四
ヶ
所
有
。
そ
れ
よ
り

し
て
、
天
下
な
や
む
事
な
し
と
申
傳
也
。
清
来
、
佛
法
衆
生
の
為
に
来
る

也
。
是
仁
徳
天
皇
御
宇
時
也
。

一　

日ヒ

吉
ハ　

鷹
の
宮　

一　

月
吉
ハ　

萑
の
み
や

一　

星
吉
ハ　

犬
の
み
や　

一　

大
明
神
ハ
祢
津
の
み
や

歌
ニ
い
わ
く

疾
ひ
る
の
さ
か
い
ハ
爰
に
有
明
の
月
吉
日
吉
里
を
な
ら
へ
て

文
意
の
わ
か
り
に
く
い
部
分
が
若
干
あ
る
が
、
関
連
す
る
叙
述
部
分
を
簡
単
に
整

理
す
る
と
、
信
濃
国
の
「
小
縣
地
熊
大
か
け
の
渕
」
に
八
重
羽
の
雉
が
あ
り
、
内
裏

に
祟
り
を
な
し
、
人
々
に
害
を
も
た
ら
し
た
た
め
、
そ
れ
を
退
治
す
る
べ
く
「
祢
津

甚
平
」
が
幾
度
も
鷹
を
合
わ
せ
る
と
、
雉
は
鷹
を
渕
に
引
き
付
け
た
。
こ
の
こ
と
を

聞
い
た
政
頼
将
軍
が
百
済
国
の
清
来
か
ら
相
伝
し
た
巻
物
を
「
祢
津
甚
平
」
に
渡
し
、

「
祢
津
」
は
大
鷹
と

を
番
い
に
し
、犬
と

を
番
い
に
し
て
「
大
か
け
の
渕
」
に
探

し
に
出
る
。
雀
と
鷹
と
犬
の
活
躍
に
よ
り
、
八
重
羽
の
雉
を
探
し
出
し
て
そ
れ
が
渕

へ
入
れ
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
、
雉
は
西
国
を
指
し
て
飛
ん
で
い
き
、
雉
は
「
美
濃

国
お
く
い
宿
町
頭
」
と
い
う
場
所
に
お
い
て
鷹
と
犬
に
捕
ら
れ
て
死
に
、
鷹
も
犬
も

「
祢
津
」
も
疲
れ
て
死
ん
だ
。
そ
の
後
、「
み
の
ヽ
国
な（

お
カ
）く

い
の
町
頭
」
に
て
鷹
と
犬

と
「
祢
津
」
が
石
塔
三
体
で
祀
ら
れ
、さ
ら
に
は
美
濃
国
の
大
社
の
神
に
な
る
。「
鷹

の
宮
」「
犬
の
宮
」「
す
ヽ
め
の
宮
」「
祢
津
の
宮
」
の
四
箇
所
が
あ
る
と
い
う
。
日

吉
、
月
吉
、
星
吉
、
大
明
神
は
そ
れ
ぞ
れ
鷹
、
雀
、
犬
、
祢
津
の
宮
で
あ
る
と
い
い
、

続
い
て
そ
れ
を
詠
み
こ
ん
だ
和
歌
が
末
尾
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
書
は
、

初
代
松
代
藩
主
の
真
田
信
之
に
仕
え
た
同
藩
の
鷹
匠
の
「
祢
津
志
摩
守
」
所
縁
の
鷹

書⑮
で
あ
る
。「
祢
津
志
摩
守
」
と
は
、松
鷂
軒
の
甥
に
当
た
る
「
幸
直
」
と
い
う
人
物

に
該
当
す
る⑯
。

こ
の
よ
う
な
右
掲
書
に
見
え
る
八
重
羽
の
雉
説
話
と
依
田
氏
の
鷹
書
に
見
え
る
そ

れ
と
を
比
較
す
る
と
か
な
り
異
同
が
見
ら
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
共
通
点
と
し
て
は
、

八
重
羽
の
雉
を
退
治
す
る
場
所
に
つ
い
て
、「
小
縣
地
熊
大
か
け
の
渕
」（『
根
津
志
摩

守
ト
有
之
鷹
書
』）、「
千
熊
川
ハ
タ
マ
カ
渕
」（
依
田
盛
敬
氏
蔵
『
三　

家
意
趣
巻　

三
』）
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と
、
ど
ち
ら
も
信
濃
国
を
流
れ
る
千
曲
川
に
関
す
る
地
名
を
挙
げ
て
い
る
点
が
挙
げ

ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
「
渕
」
も
具
体
的
な
場
所
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
千
曲

川
は
、
祢
津
氏
の
本
貫
地
で
あ
る
小
縣
郡
（
東
御
市
）
を
流
れ
る
こ
と
か
ら
、
両
話
の

地
域
に
対
す
る
認
識
に
お
い
て
共
通
す
る
意
図
の
あ
る
こ
と
が
予
想
で
き
よ
う
。
し

か
し
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
全
体
的
な
話
の
筋
立
て
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
同
じ
祢
津
家
ゆ
か
り
の
鷹
書
同
士
に
記
載
さ
れ
た
類
話
で
は
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
両
話
の
間
に
直
接
的
な
影
響
関
係
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
ち
な
み
に
、

『
根
津
志
摩
守
ト
有
之
鷹
書
』
の
そ
の
他
の
叙
述
に
お
い
て
も
、依
田
氏
の
鷹
書
の
よ

う
に
、
祢
津
神
平
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
祢
津
家
の
鷹
術
の
由
来
を
説
く
記
述
は
見
当

た
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
①
②
③
の
テ
キ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
る
依
田
氏
の
祢
津
貞
直

説
話
は
、
他
の
鷹
書
に
も
見
ら
れ
る
類
話
の
モ
チ
ー
フ
と
部
分
的
に
類
似
し
つ
つ
、

一
部
で
独
自
の
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
中
で
も
注
目
さ
れ
る

部
分
と
し
て
、
貞
直
の
事
績
を
以
て
「
是
ヨ
リ
鷹
ノ
家
ト
カ
ウ
ス
」（『
三　

家
意
趣
巻

　

三
』
第
一
条
）
と
祢
津
家
の
家
職
（
鷹
匠
）
の
由
来
譚
と
位
置
付
け
た
り
、「
家
ノ
イ

シ
ユ
ノ
コ
ト
」（『
三　

家
意
趣
巻　

三
』
第
二
条
）
と
し
て
、
当
家
の
「
意
趣
」
と
見
な

し
て
い
る
叙
述
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
依
田
氏
伝
来
の
鷹
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
貞
直
説
話
は
、
貞
直
の
個
人
的
な
逸
話
で
は
な
く
、
祢
津
家
を
象
徴
す
る
「
家

伝
」
と
し
て
の
様
相
を
持
つ
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

三　

加
賀
藩
士
の
依
田
氏
の
祢
津
神
平
伝
承
―
そ
の
②
―

次
に
、④
⑤
の
テ
キ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
る
祢
津
神
平
の
叙
述
に
つ
い
て
確
認
す

る
。
以
下
に
、
④
⑤
の
写
本
の
う
ち
か
ら
④
に
見
え
る
該
当
部
分
の
叙
述
を
挙
げ
る
。

一　

祢
津
七
代
貞
直
ト
云
代
ニ
、
八
幡
ヨ
リ
夢ム

中
ノ
相
傳
ト
云
事
ア
リ
。
是
ハ

書
ニ
モ
ア
ラ
ワ
シ
カ
タ
キ
ユ
エ
、
十
八
ノ
秘
事
、
三
十
六
ノ
口
傳
ト
テ
ア
ラ
ワ

シ
、
コ
ノ
内
ニ
コ
モ
レ
リ
。
一
部
相
傳
者
ヨ
リ
外
ニ
知
人
ア
ル
へ
カ
ラ
ス
。
鷹

ノ
極
意
夢ム

中
相
傳
口
傳
条
々
。

（
依
田
盛
敬
氏
蔵
『
仕
方
圖　

外
物
』
第
二
三
条
）

右
に
よ
る
と
、
祢
津
氏
の
七
代
目
で
あ
る
貞
直
の
代
に
、
八
幡
か
ら
夢
の
中
の
相

伝
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
書
に
著
す
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
十
八

の
秘
事
お
よ
び
三
十
六
の
口
伝
と
し
て
表
わ
し
、
秘
伝
と
し
た
。
一
部
相
伝
者
よ
り

外
に
知
る
人
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
鷹
の
極
意
は
夢
の
中
で
相
伝
さ
れ
る
口
伝
で
あ

る
と
伝
え
て
い
る
。
続
い
て
、
同
書
は
以
下
の
よ
う
な
貞
直
に
関
す
る
叙
述
を
記
載

し
て
い
る
。

一　

サ
ウ
レ
イ
ノ
記
ト
云
コ
ト
、
当
家
ヨ
リ
外
ニ
ア
ル
へ
カ
ラ
ス
。
貞
直
代
ヨ

リ
定
置
。
辞
世
ニ
モ
如
此
、
メ
イ
ド
マ
テ
ツ
カ
ハ
ン
ト
ナ
リ
。

ネ
カ
ハ
ク
ハ
タ
カ
打
ス
エ
テ
春
シ
ナ
ン

四
手
ノ
山
路
ノ
ナ
イ
鳥
ノ
コ
ロ（

依
田
盛
敬
氏
蔵
『
仕
方
圖　

外
物
』
第
四
二
条
）

右
に
よ
る
と
、「
サ
ウ
レ
イ
ノ
記
（
葬
礼
の
記
）」
と
い
う
当
家
（
祢
津
家
）
の
門
外

不
出
の
書
が
あ
り
、
貞
直
の
代
か
ら
定
め
置
か
れ
た
も
の
と
い
う
。
そ
れ
は
辞
世
や

冥
途
に
ま
で
使
う
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
末
尾
に
鷹
歌
が
一
首
詠
み
置
か
れ
て

い
る
。
当
家
に
は
奥
書
に
盛
昌
の
名
前
が
見
え
る
『
葬
禮
之
記
』
と
称
す
る
テ
キ
ス

ト
が
伝
来
し
⑰、

同
書
の
末
尾
に
は
「
右
之
條
々
當
家
秘
事
也
千
金
莫
傳
可
秘
者
也
」

と
見
え
る
。
右
掲
記
事
に
見
え
る
「
サ
ウ
レ
イ
ノ
記
」
は
こ
の
書
物
の
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
依
田
盛
敬
氏
蔵
『
仕
方
圖　

外
物
』
に
見
え
る
貞
直
伝
承
は
、
い

ず
れ
も
貞
直
を
祢
津
家
の
鷹
術
に
関
す
る
画
期
的
な
存
在
と
す
る
共
通
点
が
あ
る
。

こ
の
共
通
点
は
、
前
節
で
確
認
し
た
①
②
③
に
見
え
る
貞
直
説
話
の
認
識
と
も
重
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
こ
れ
ら
の
鷹
書
を
伝
来
し
た
依
田
氏
が
伝
授
す
る
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印
可
状
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
依
田
氏
文
書
の
中
に
は
、
鷹

術
の
印
可
状
が
四
本
と
犬
索
の
印
可
状
が
二
本
伝
来
し
、
そ
の
う
ち
、
同
氏
が
加
賀

藩
に
仕
え
て
か
ら
の
年
記
が
見
え
る
鷹
術
印
可
状（
外
題
な
ど
に
付
さ
れ
て
い
る
名
称
で

は
な
い
の
で
仮
表
記
す
る
）
は
以
下
の
二
本
で
あ
る⑱
。

①　

依
田
盛
敬
氏
蔵
『
鷹
術
印
可
状
（
仮
）』（
縦
一
八
．
〇
糎
×
横
九
二
．
五
糎
）

清
和
天
皇
月

（
マ
マ
）宮

一
條
院
以
来
、
於
天
下
号
鷹
之
家
者
、
信
濃
國
小
縣
住
人
祢
津

是
也
。
貞
直
云
代
、
鷹
名
誉
依
及
度
々
蒙
勅
命
、
誉
於
和
朝
揚
、
其
名
代
々
子

孫
傳
之
。
然
所
、形
好
以
誓
血
承
候
間
、家
之
鷹
文
一
部
、十
八
之
秘
事
、三
十
六

之
口
傳
、
無
残
所
、
同
國
佐
久
郡
芦
田
住
人
依
田
十
郎
左
衛
門
傳
之
。
志
深
仁

頻
就
所
望
者
、
抜
書
之
通
者
起
請
文
上
可
有
相
傳
一
部
之
所
者
、

雖
為
子
孫

志
之
感
心
肝
可
為
唯
受
一
人
千
金
莫
傳
。

　
　
　
　
　
　
　

◦
祢
津
美
濃
守
信
直

　
　
　
　
　
　
　

─　
法
名
常
安

　
　
　
　
　
　
　

┌
│
│
依
田
十
郎
左
衞
門 

守
廣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
│
│
依
田
次
郎
左
衞
門 

貞
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
│
│
│
│
依
田
源
五 

貞
廣
│
│
│
┘

　
　

享
保
十
九
年
甲　

　

寅

稔　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
宇
野
七
佑

　
　
　

五
月
吉
日

重
慶
（
花
押
）

　
　
　
　

依
田
十
郎
左
衞
門
殿

②　

  

依
田
盛
敬
氏
蔵
『
鷹
術
印
可
状
（
仮
）』（
全
四
葉
、
一
葉
目
＝
縦
一
八
．
二
糎
×
横

七
三
．
三
糎
、
二
葉
目
＝
縦
一
八
．
二
糎
×
横
五
二
．
〇
糎
、
三
葉
目
＝
縦
一
八
．
二
糎

×
横
八
九
．
〇
糎
、
一
葉
目
＝
縦
一
八
．
二
糎
×
横
八
五
．
三
糎
）

　

  

清
和
天
王
月

（
マ
マ
）宮

一
條
院
以
来
、
於
天
下
号
多
賀
家
者
、
信
濃
国
小
縣
之
住
人
祢

津
是
也
。
貞
直
之
与　

　

云

代
、
依
多
賀
之
名
誉
度
々
蒙
、
勅
命
之
誉
挙
和
朝
、
其
名

代
々
之
子
孫
傳
之
。
然
所
、
成
好
以
誓
血
承
候
間
、
家
之
多
賀
文
一
部
、
拾
八

之
秘
事
、
三
拾
六
之
口
傳
、
不
残
、
相
傳
畢
。
志
深
人
頻
所
望
付
者
起
請
文
請

取
抜
書
之
通
可
有
、
相
傳
一
部
之
所
者
、

雖
為
子
孫
感
志
之
浅
深
可
為
唯
爰

一
人
千
金
莫
傳
云　

　

々

。

　
　

慶
長
四
庚　

　

子 

祢
津
松
鷂
軒

　
　
　
　

五
月
十
八
日 

常
安
判

　
　
　
　

依
田
十
郎
左
衛
門
尉
殿

　

  

右
多
賀
方
従
祢
津
松
鷂
軒
常
安
就
相
傳
一
部
十
八
之
秘
事
、
三
拾
六
之
口
傳
不

残
相
傳
可
秘
者
也
。

依
田
十
郎
左
衛
門
尉

（
丸
朱
印
）
守
廣
判
（
朱
方
印
）

　
　
　
　
　

依
田
次
郎
左
衛
門
殿

　

  

右
多
賀
方
従
依
田
十
郎
左
衛
門
尉
守
廣
就
相
傳
一
部
十
八
之
秘
事
、
三
拾
六
之

口
傳
、
不
残
相
傳
可
秘
者
也
。

　
　

承
應
元
年 

依
田
次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　

五
月
二
日 

（
丸
朱
印
）
貞
清
判
（
朱
方
印
）

　
　
　
　
　

依
田
権
六
殿

　

右
多
賀
方
従
貞
清
相
傳
一
部
秘
事
口
傳
不
残
相
傳
可
秘
者
也

　
　

元
禄
十
二
巳　

　

卯 

依
田
権
六

　
　
　
　

九
月
十
六
日 

（
丸
朱
印
）
仍
守
判
（
朱
方
印
）

　
　
　
　

依
田
孫
十
郎
殿

　

右
子
々
孫
々
傳
之
者
也
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寶
暦
九
己　

　

卯 

依
田
十
郎
左
衛
門

　
　
　
　

六
月
吉
日 

（
丸
朱
印
）
盛
昌
（
花
押
）（
朱
方
印
）

　
　
　
　

依
田
次
右
衞
門
殿

　

右
子
々
孫
々
傳
之
者
也

　
　

安
永
三
甲　

　

午 

依
田
次
右
衛
門

　
　
　
　

十
一
月
吉
日 

（
丸
朱
印
）
守
真
（
花
押
）（
朱
方
印
）

　
　
　
　

依
田
和
左
衛
門
殿

　

右
不
残
相
傳
可
秘
者
也

　
　

寛
政
二
年　

依
田
和
左
衛
門

　
　
　
　

七
月
吉
日

　
　
　
　
　

依
田
和
平
殿

　

右
子
々
孫
々
傳
之
者
也

　
　

文
政
十
年　

依
田
十
郎
左
衛
門
（
花
押
）

　
　
　
　

九
月

　
　
　
　

依
田
式
左
衛
門
殿

①
は
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
五
月
吉
日
に
「
依
田
十
郎
左
衞
門
殿
」
へ
伝
授
さ

れ
た
鷹
術
の
印
可
状
で
、②
は
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
九
月
に
「
依
田
式
左
衛
門

殿
」
に
伝
授
さ
れ
た
印
可
状
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
祢
津
信
直
（
松
鷂
軒
常
安
）
か
ら
依

田
守
廣
に
伝
授
さ
れ
た
鷹
術
が
、
依
田
家
の
子
々
孫
々
に
相
伝
さ
れ
た
系
譜
が
示
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
①
の
系
譜
の
後
尾
に
見
え
る
宇
野
重
慶
の
み
当
家
の
人
物
で
は

な
い
。
宇
野
氏
は
依
田
氏
と
同
時
代
に
加
賀
藩
に
仕
え
て
い
た
鷹
匠
で
あ
る⑲
。

さ
て
、
右
掲
の
両
印
可
状
の
前
半
部
に
は
、「
清
和
天
王
月

（
マ
マ
）宮

一
條
院
以
来
」
に

「
信
濃
國
小
縣
住
人
祢
津
」が
天
下
に
鷹
の
家
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
が
説
明

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
貞
直
云
代
」
に
鷹
の
名
誉
で
た
び
た
び
勅
命
を
蒙
り
、

本
朝
で
称
揚
さ
れ
、
そ
の
名
が
代
々
子
孫
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

見
え
る
「
清
和
天
王
月

（
マ
マ
）宮

」
の
意
味
や
、
貞
直
と
時
代
的
に
合
わ
な
い
「
一
條
院
」

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
（「
一
條
院
」
は
『
三　

家
意
趣
巻　

三
』
の
「
一
条
院
ノ
キ

ヤ
ウ
」
と
関
係
す
る
文
言
か
？
）、「
貞
直
云
代
」
を
祢
津
家
の
鷹
術
の
画
期
と
す
る
認

識
は
、
前
掲
の
『
仕
方
圖　

外
物
』
の
叙
述
と
一
致
す
る
。
さ
ら
に
、
右
掲
の
印
可

状
で
「
於
天
下
号
多
賀
家
者
、
信
濃
国
小
縣
之
住
人
祢
津
是
也
。
貞
直
之
与　

　

云

、
依
多

賀
之
名
誉
度
々
蒙
、
勅
命
之
誉
挙
和
朝
」
と
述
べ
て
い
る
文
言
と
、
前
節
で
挙
げ
た

『
三　

家
意
趣
巻　

三
』
第
一
条
が
、「
祢
津
ヱ
鷹
御
ユ
ル
サ
レ
ノ
コ
ト
」
の
所
以
に
つ

い
て
、
ミ
サ
ゴ
と
つ
が
い
の
大
鷹
を
使
い
こ
な
し
た
貞
直
の
業
績
に
求
め
て
い
る
叙

述
は
整
合
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
帝
が
「
貞
直
ニ
七
度
ノ
官
ヲ
サ
ツ
ケ
」
て
、
そ

の
業
績
を
称
賛
し
、さ
ら
に
は
当
家
の
鷹
書
を
「
武
家
ノ
鷹
ノ
ミ
ナ
モ
ト
タ
ル
ヘ
キ
」

と
定
め
、
そ
の
こ
と
で
祢
津
家
が
「
鷹
ノ
家
ト
カ
ウ
ス
」
よ
う
に
な
っ
た
と
説
明
し

て
い
る
こ
と
と
右
の
印
可
状
の
文
言
は
、
内
容
の
上
で
矛
盾
し
な
い
。
ま
た
、
同
じ

く
右
の
印
可
状
に
お
い
て
、「
同
國
佐
久
郡
芦
田
住
人
依
田
十
郎
左
衛
門
尉
」
に
伝
授

し
た
内
容
と
し
て
、
祢
津
家
の
鷹
書
一
部
と
「
十
八
之
秘
事
、
三
十
六
之
口
傳
」
を

挙
げ
て
い
る
記
述
は
、
依
田
盛
敬
氏
蔵
『
仕
方
圖　

外
物
』
第
二
三
条
で
、
八
幡
か

ら
祢
津
家
が
相
伝
し
た
と
い
う
鷹
の
極
意
を
「
十
八
ノ
秘
事
、
三
十
六
ノ
口
傳
」
と

し
て
い
る
叙
述
と
秘
事
と
秘
伝
の
項
目
数
が
一
致
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
依
田
氏
の
鷹
書
に
見
え
る
祢
津
貞
直
伝
承
は
、
同
氏
が
伝
授
し

て
い
た
鷹
術
の
印
可
状
と
内
容
上
に
お
い
て
符
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
貞

直
を
祢
津
家
の
鷹
術
の
始
祖
的
な
存
在
と
見
な
し
て
、
彼
を
同
家
の
鷹
術
関
連
の
画

期
的
存
在
と
す
る
認
識
が
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
あ
る
い
は
、

依
田
氏
の
印
可
状
の
文
言
は
、
当
家
伝
来
の
鷹
書
類
に
見
え
る
貞
直
説
話
を
前
提
に

し
て
、
そ
の
内
容
を
簡
略
化
し
て
記
載
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
想
像
を

広
げ
る
な
ら
ば
、
依
田
氏
が
貞
直
を
祢
津
家
の
鷹
術
の
祖
と
し
て
仰
ぐ
伝
承
を
鷹
書

を
介
し
て
喧
伝
す
る
こ
と
に
よ
り
、貞
直
か
ら
の
伝
授
の
系
譜
を
示
す
印
可
状
の
（
祢

津
家
の
鷹
術
と
し
て
の
）
価
値
を
高
め
る
効
果
が
あ
っ
た
可
能
性
も
類
推
さ
れ
よ
う
。
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四　

お
わ
り
に

以
上
に
お
い
て
、
加
賀
藩
の
鷹
匠
を
世
襲
し
た
依
田
氏
伝
来
の
鷹
書
に
記
載
さ
れ

る
祢
津
貞
直
説
話
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
依
田
氏
の
鷹
書
に
記
載

さ
れ
る
貞
直
伝
承
は
、
祢
津
家
の
家
職
（
鷹
匠
）
の
由
来
な
ど
、
同
家
の
家
伝
を
説
く

も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
に
貞
直
を
祢
津
家
の
鷹

術
の
祖
と
仰
ぐ
伝
承
は
、
貞
直
か
ら
の
伝
授
の
系
譜
を
記
す
当
家
の
印
可
状
の
文
言

と
響
き
合
う
こ
と
か
ら
、
依
田
氏
の
印
可
状
の
価
値
を
高
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い

た
可
能
性
も
予
想
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
鷹
薬
方
』（
函
号
一
六
三
―
一
三
五
二
）
と
い
う
鷹

書
の
巻
末
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る⑳
。

鷹
術
達
人

政
頼
流

祢
津
氏

野
間
氏

依
田
氏

江
崎
氏

山
本
氏

渡
部
氏

萑
部
氏

吉
田
氏

志
村
筑
後
守

小
笠
原
入
道

小
開
氏

　

  

右
之
先
生
之
極
秘
相
傳
之
薬
也
。
薬
方
ニ
有
之
御
間
、必
々
他
見
有
之
間
敷
者
也
。

　
　

天
明
七
丁　

　

未

年

　
　
　

永
井
勝
助

右
に
よ
る
と
、
政
頼
流
の
鷹
術
の
達
人
と
し
て
、「
祢
津
氏
」
と
並
ん
で
「
依
田

氏
」
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
書
の
奥
書
部
分
に
は
、天
明
七
年
（
一
七
八
七
）

の
年
記
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
依
田
氏
が
加
賀
藩
に
仕
え
て
か
ら
約
五
〇
年
し
か
経

過
し
て
い
な
い
時
期
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
依
田
氏
が
加

賀
藩
に
抜
擢
さ
れ
た
の
は
「
祢
津
家
の
鷹
匠
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
依
田
氏
は
そ

の
根
拠
と
し
て
、
守
廣
が
松
鷂
軒
の
娘
聟
と
な
り
、
祢
津
家
の
系
譜
に
連
な
っ
た
こ

と
を
主
張
し
た
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
で
依
田
氏
が
加
賀
藩
に
仕
官
し
た
の
と
ほ
ぼ
同

時
期
に
、
依
田
氏
が
「
政
頼
流
の
鷹
匠
」
と
位
置
付
け
ら
れ
、
祢
津
氏
と
別
個
の
氏

族
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
当
時
、「
祢
津
家
の
鷹
匠
」
と
し
て
の

依
田
氏
伝
承
と
は
異
な
る
認
識
が
一
方
で
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
予
想
さ
れ
よ

う
。
こ
の
よ
う
な
依
田
氏
に
ま
つ
わ
る
鷹
術
伝
承
上
の
異
同
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
別
稿
を
期
し
た
い
。

注①　
尊
経
閣
文
庫
蔵
『
神
氏
系
図
』「
円
忠
」
の
注
記
な
ど
（『
諏
訪
史
』
第
二
巻
前
編

「
附
録
」）。

②　

金
井
典
美
『
諏
訪
信
仰
史
』（
名
著
出
版
、
一
九
八
二
年
九
月
）
所
収
。

③　
『
放
鷹
』
第
一
篇
「
放
鷹
」（
宮
内
庁
式
部
職
編
、
一
九
三
一
年
一
二
月
、
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
〇
年
六
月
新
装
復
刻
）、
伊
藤
富
雄
『
伊
藤
富
雄
著
作
集 

第
一
集
』「
諏

訪
円
忠
の
研
究
」（
永
井
出
版
企
画
、
一
九
七
八
年
七
月
）、
福
田
晃
『
神
道
集
説
話
の

成
立
』
第
二
編
第
七
章
「
諏
訪
縁
起
の
成
立
と
展
開
―
甲
賀
三
郎
譚
の
成
長
―
」（
三

弥
井
書
店
、
一
九
八
四
年
五
月
初
版
）
な
ど
。

④　

石
井
裕
一
朗
「
中
世
後
期
京
都
に
お
け
る
諏
訪
氏
と
諏
訪
信
仰
―
『
諏
訪
大
明
神
絵

詞
』
の
再
検
討
―
」（「
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
」
第
四
一
巻
二
号
、
二
〇
一
〇
年
）

な
ど
に
よ
る
。

⑤　

詳
し
く
は
拙
稿
「
諏
訪
貞
通
の
鷹
書
―
諏
訪
信
仰
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
國
學

院
雜
誌
」
第
一
一
四
巻
第
一
一
号
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
）
参
照
。
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⑥　

中
澤
克
昭
「
神
を
称
す
る
武
士
た
ち
―
諏
訪
「
神
氏
系
図
」
に
み
る
家
系
意
識
―
」

（
シ
リ
ー
ズ
歴
史
学
の
現
在
『
系
図
が
語
る
世
界
史
』
所
収
、
青
木
書
店
、
二
〇
〇
二

年
一
一
月
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑦　

大
阪
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
持
明
院
十
巻
書
之
中　

西
園
寺
鷹
口
伝
』（
函
号
八
〇

-

七
五
）
の
奥
書
に
も
同
じ
文
言
（
書
写
年
記
）
が
あ
る
。

⑧　

詳
し
く
は
拙
稿「
中
近
世
紀
に
お
け
る
信
州
禰
津
氏
の
放
鷹
術
―
諏
訪
信
仰
と
の
関

わ
り
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
伝
承
文
学
研
究
」
第
六
四
号
、
二
〇
一
五
年
八
月
）。

⑨　

深
井
雅
海
「
徳
川
将
軍
家
と
加
賀
前
田
家
の
「
年
頭
儀
礼
」
に
つ
い
て
」（『
金
沢
市

史
会
報
』V

ol.12
 

平
成
十
三
年
三
月
）。

⑩　

詳
し
く
は
拙
稿
「
禰
津
流
の
鷹
術
―
加
賀
藩
の
鷹
匠
・
依
田
氏
の
鷹
書
を
め
ぐ
っ
て

―
」（「
長
野
県
短
期
大
学
紀
要
」
第
七
〇
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）、「
近
世
期
に
お
け

る
依
田
氏
の
鷹
狩
り
―
祢
津
流
放
鷹
術
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
信
濃
」
六
八
巻
五

号
、
二
〇
一
六
年
六
月
）
参
照
。

⑪　

三
保
忠
夫
『
鷹
書
の
研
究
―
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
を
中
心
に
―
』
第
五
章
第
四
節

「
依
田
十
郎
左
衛
門
守
広
、
依
田
源
五
貞
広
、
宇
野
七
之
佑
、
宇
野
富
素
」
及
び
拙
稿

「
近
世
期
に
お
け
る
鷹
匠
の
文
化
伝
承
―
依
田
氏
の
鷹
書
を
端
緒
と
し
て
―
」（「
長
野

県
短
期
大
学
紀
要
」
第
七
一
号
、
二
〇
一
六
年
七
月
）
参
照
。

⑫　

平
成
二
八
年
四
月
二
四
日
、新
た
に
二
〇
点
ほ
ど
の
鷹
術
文
書
が
当
家
で
発
見
さ
れ

た
。

⑬　
『
続
群
書
類
従 

第
一
九
輯
中
』
所
収
。

⑭　

注
⑧
の
拙
稿
参
照
。

⑮　

同
書
の
序
文
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

　
　

  

一
大
事
と
申
。
口
傳
人
ニ
諸
物
み
せ
す
、
か
さ
す
候
。
子
細
忘
、
わ
か
ち
ゑ
を
人
の

知
事
、
此
秘
伝
書
清
生
を
か
け
く
は
も
の
こ
さ
す
し
て
常
ニ
み
れ
は
、
覚
申
候
。
是

其
儘
尋
根
津
志
摩
守
所
ニ
奉
公
仕
時
、ぬ
す
み
出
し
う
つ
し
候
。
甚
兵
衛
十
二
才
之

時
也
。

 

右
に
よ
る
と
、
同
書
は
「
甚
兵
衛
」
な
る
人
物
が
一
二
歳
の
と
き
「
根
津
（
＝
禰
津
）

志
摩
守
」
の
元
に
奉
公
し
て
い
た
際
に
盗
み
写
し
た
秘
伝
書
で
あ
る
と
い
う
。

⑯　

長
野
県
立
図
書
館
蔵
『
松
代
藩
士
系
図 

全
』（
資
料
番
号0104163225

、請
求
番
号

N
288/3/

）
所
収
の
祢
津
家
系
図
な
ど
に
よ
る
。

⑰　

同
書
の
書
誌
に
つ
い
て
は
⑩
に
挙
げ
た
「
信
濃
」
掲
載
の
拙
稿
参
照
。

⑱　

そ
の
他
の
依
田
盛
敬
氏
所
蔵
の
印
可
状
は
以
下
の
通
り
（
⑴
⑵
は
鷹
術
の
も
の
、⑶

⑷
は
犬
索
の
も
の
）。

⑴
依
田
盛
敬
氏
蔵
『
鷹
術
印
可
状
（
仮
）』（
全
二
葉
。
一
葉
目
＝
縦
一
八
．
三
糎

×
横
四
七
．
八
糎
、
一
葉
目
＝
縦
一
八
．
三
糎
×
横
一
九
．
五
糎
）

 

　

  

清
和
天
王
月
宮
一
條
院
以
来
、
於
天
下
号
多
賀
家
者
、
信
濃
國
小
縣
之
住
人

祢
津
是
也
。
貞
直
与　

　

云

代
、
依
多
賀
之
名
誉
度
々
蒙
勅
命
之
誉
挙
和
朝
、
其
名

代
々
之
子
孫
傳
之
。
然
所
、
成
好
以
誓
血
承
候
間
、
家
之
多
賀
文
一
部
、
拾

八
之
之
秘
事
、
三
拾
六
之
口
傳
、
不
残
相
傳
畢
、
志
深
人
頻
所
望
付
而
起
請

文
請
取
、
抜
書
之
通
可
有
相
傳
一
部
之
所
者
、
雖
為
子
孫
感
志
之
浅
深
可

為
唯
受
一
人
千
金
莫
傳
云　

　

々

。

 

　

慶
長
四
年
庚　

　

子 

祢
津
松
鷂
軒

 

　
　
　

五
月
十
八
日 

常
安
（
花
押
）（
長
方
印
）

 

　
　
　

依
田
十
郎
左
衞
門
尉
殿

⑵　

依
田
盛
敬
氏
蔵
『
鷹
術
印
可
状
（
仮
）』（
縦
一
九
．
七
糎
×
横
六
六
．
八
糎
）

　

  

清
和
天
王
月
宮
一
條
院
以
来
、
於
天
下
号
多
賀
家
者
、
信
濃
國
小
縣
之
住
人

祢
津
是
也
。
貞
直
之
与　

　

云

代
、
依
多
賀
之
名
誉
度
々
蒙
、
勅
命
之
誉
挙
和
朝
、

其
名
代
々
之
子
孫
傳
之
。
然
所
、
成
好
以
誓
血
承
候
間
、
家
之
多
賀
文
一

部
、
拾
八
之
秘
事
、
三
拾
六
之
口
傳
、
不
残
、
相
傳
并
志
深
人
頻
所
望
付
者

起
請
文
請
取
抜
書
之
通
可
有
、
相
傳
一
部
之
所
者
、
雖
為
子
孫
感
志
之
浅

深
可
為
唯
爰
一
人
千
金
莫
傳
云　

　

々

。

 

　

慶
長
四
年
庚　

　

子 

祢
津
松
鷂
軒

 

　
　
　

五
月
十
八
日 

常
安
判

 

　
　
　

依
田
十
郎
左
衞
門
尉
殿

 

　

  

右
多
賀
方
従
依
田
十
郎
左
衛
門
守
廣
、
就
相
傳
一
部
十
八
之
秘
事
、
三
拾
六

之
口
傳
、
不
残
相
傳
可
秘
者
也
。

⑶　

依
田
盛
敬
氏
蔵
『

印
目
録
』（
縦
一
五
．
五
糎
×
横
四
〇
糎
）

　
　

  

清
和
天
皇
月
宮
一
條
院
以
来
、
於
天
下
号

家
者
、
信
濃
國
小
縣
住
人
祢
津

是
也
。
貞
直
云
代
、

名
誉
依
及
度
々
蒙
勅
命
、
誉
於
和
朝
揚
、
其
名
代
々

子
孫
傳
之
。
然
所
、
形
好
以
誓
血
承
候
間
、
家
之
秘
事
、
口
傳
、
無
殘
所
、

同
國
佐
久
郡
芦
田
住
人
依
田
十
郎
左
衞
門
尉
傳
之
畢
。
志
深
仁
頻
就
所
望

者
、
起
請
文
上
可
有
相
傳
。
極
秘
傳
之
所
者
、
雖
爲
子
孫
志
之
感
心
肝
可
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爲
唯
受
一
人
千
金
莫
傳
。

　
　
　
　
　
　
　

◦
祢
津
美
濃
守

　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　

常
安

　
　
　
　
　
　
　

┌
│
│
依
田
十
郎
左
衞
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　

守
廣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
│
│
依
田
次
郎
左
衞
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　

貞
清

 

　
　

延
宝
二
甲　

　

子

年　
　
　
　
　

┌
│
│
依
田
源
五

 

　
　
　
　

三
月
吉
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞
廣

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孫
三
郎
殿

⑷　

依
田
盛
敬
氏
蔵
『

印
目
録
』（
縦
一
七
．
八
糎
×
横
一
一
六.

五
糎
）

 

　

  

清
和
天
皇
月
宮
一
條
院
以
来
、
於
天
下
号

家
者
、
信
濃
國
小
縣
住
人
祢
津

是
也
。
貞
直
云
代
、

名
誉
依
及
度
々
蒙
勅
命
、
誉
於
和
朝
揚
、
其
名
代
々

子
孫
傳
之
。
然
所
、
形
好
以
誓
血
承
候
間
、
家
之
秘
事
、
口
傳
、
無
殘
所
、

同
国
佐
久
郡
芦
田
住
人
依
田
十
郎
左
衞
門
尉
傳
之
畢
。
志
深
仁
頻
就
所
望

者
、
起
請
文
上
可
有
相
傳
。
極
秘
傳
之
所
者
、
雖
為
子
孫
志
之
感
心
肝
可

為
唯
受
一
人
千
金
莫
傳
。

　
　
　
　
　
　
　

◦
祢
津
美
濃
守

　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　

常
安

　
　
　
　
　
　
　

┌
│
│
依
田
十
郎
左
衞
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　

守
廣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
│
│
依
田
次
郎
左
衞
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　

貞
清

 

　
　
　
　
　
　
　

元
禄
二
己　

　

己

年
┌
│
│
依
田
源
五

　
　
　
　
　

二
月
吉
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞
廣
（
花
押
）（
朱
長
方
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
田
内
殿

⑲　

注
⑪
の
三
保
論
文
な
ど
。

⑳　

同
書
は
注
⑪
の
三
保
論
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
長
野
県
短
期
大
学
准
教
授
）


